
第2期子ども・子育て支援事業計画における事業等に関する調査票
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

利用者支援の（母
子保健型）実施
（地域子ども子育
て支援事業）

出産・子育て応援
給付金事業

泉南市妊産婦、多
胎児養育家庭タク
シー利用支援事業

保
健
推
進
課

妊娠期から子育て期にわたり、母
子保健や育児に関する妊産婦等か
らの様々な相談に応じ、その状況
を継続的に把握し、支援を必要と
する者が利用できる母子保健サー
ビス等の情報提供を行うとともに
関係機関が相談して支援プランの
策定などに努めます。

妊産婦及び
就学前の子
育て家庭

○ ○ ○ ○

（1）大阪府妊娠・出産包括支援推進事業
「令和6年度母子保健コーディネーター育成
研修」2名受講　復命し、情報共有する。
（２）令和6年度の妊娠届出者全員に保健師
や助産師が面接し必要な情報を提供。
　また、全数のリスクアセスメントを行
い、リスクの高い妊婦を把握し、支援につ
なげた。
【妊娠届】348  件
【リスクアセスメント】 370  件(転入妊婦
22組含む）
（３）母子健康手帳アプリ「せんくまっこ
ナビ」を令和4年10 月から開始
【登録者数】   608   件 (R7.3末）
（４）妊産婦や多胎児家庭にタクシー利用
支援事業として、妊産婦には５千円分、多
胎児家庭には、受診や外出支援として２万
円のタクシー券を支給。（R5年度より開
始）
（５）出産・子育て応援給付金事業を開始
し、妊娠期から子育て期までの支援を行う
「伴走型支援」の充実とともに「経済的支
援」を一体的に実施した。（R5.１月より開
始）
（６）こども家庭すこやかセンターを開設
（R6.10）し、母子保健・児童福祉の両機能
が一体的に相談支援を行った。

１　予定以上 １　十分効果があった

保健師が面接で十分なスキルを維持す
る。
母子健康手帳アプリ「せんくまっこナ
ビ」の新規登録者の中で、第１子妊婦の
登録者率は約80％。登録数及び利用率を
伸ばすために、母子手帳アプリの勧奨及
び子育てに関する情報発信の内容等を検
討していく。

（１）必要に応じて、相応の研修を受講する。
（１）母子保健に関する健康情報等を収集す
る。
（２）妊娠届・母子健康手帳の交付と面接を保
健師や助産師が行い、必要な情報を提供。
（２）妊娠届出者全員のリスクアセスメントを
実施し、ハイリスク妊婦には必要な支援につな
ぐ
（２）母子健康手帳アプリ「せんくまっこナ
ビ」により子育てに関する情報発信を行う。
（２）妊産婦・多胎児家庭タクシー利用支援を
継続
（２）出産・子育て応援給付金は、妊婦のため
の支援給付に移行して継続（R7.4月～）
（２）関係機関と連携し、伴走型支援の充実
（２）こども家庭すこやかセンターとして、母
子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援
を行う。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

保
健
推
進
課

妊産婦及び
就学前の子
育て家庭

○ ○ ○ ○

【妊娠届】 348 件
【リスクアセスメント】    370件（転入
妊婦22組含む）
【乳児全戸訪問】 329 件
（1）妊娠届・母子健康手帳の交付と面
接。
（2）乳児全戸訪問による面談による育
児支援、情報提供。
（３）母子健康手帳アプリ「せんくまっ
こナビ」を実施（令和4年10月から開
始）

１　予定以上 ２　一定の効果があった
保健師が面接で必要なスキルを維持す
る。

（１）必要に応じて、相応の研修を受講する。
（１）母子保健に関する健康情報等を収集す
る。
（２）妊娠届・母子健康手帳の交付と面接を保
健師や助産師が行い、必要な情報を提供。
（2）乳児全戸訪問による面談による育児支援、
情報提供
（２）母子健康手帳「せんくまっこナビ」によ
り子育てに関する情報を発信する。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

家
庭
支
援
課

○ ○ ○ ○ ○ ○

・ふれあいの場の提供
小学生の社会見学(樽井小学校、東小学
校、信達小学校、雄信小学校）子育て世
帯の保護者にインタビュー(樽井小学校)
中学校職業体験(泉南中学校、信達中学
校）学生ボランティアの受け入れ(社会
福祉協議会より）施設見学（泉南支援学
校中等部）実習生受け入れ(河崎海看護
専門学校)

〇 １　予定以上 ２　一定の効果があった
りんくう翔南高等学校との交流は高校側
の都合により実施できなかった。

関係機関に対する事業内容についての周知
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

保
育
子
ど
も
課

子
ど
も
政
策
課

○ ○ ○

子育てガイドブックの情報更新を行っ
た。新たに出来た「りるぱ」の情報を追
記し、またQRコードを使用し、情報の厚
みを持たせた。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 限られたページ内で情報を集約すること
ガイドブックだけでは伝えきれない情報は、市
WEBサイトなどにアクセス出来るよう見やすい
レイアウトにする。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

特定不妊治療助成
の実施

保
健
推
進
課

高額な治療費を要する特定不妊治
療（体外受精・顕微授精）につい
て、不妊に悩む夫婦の経済的負担
を軽減します。

不妊治療を
受ける夫婦

○ ○ ○

令和６年度より、不妊不育治療費助成事
業を開始。不妊症及び不育症の診断を受
け、治療費及び検査を受けた夫婦に治療
費等の一部を助成　助成額は、年度で５
万円を上限　助成費用は、保険適用の自
己負担分・保険適用外の先進治療で要し
た費用も含まれる。
申請者延べ： 35 件

２　予定通り ２　一定の効果があった

事業案内はホームページに掲載し、添付
ファイルで詳細を記載していたが、申請
期限がわかりにくいと意見があったた
め、掲載内容の検討を行う。

（１）ホームページ掲載において、申請期限が
わかりやすいように表示する。
（２）不妊不育治療費助成事業を保健センター
だより、ホームページ等で周知し、事業を継
続。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

両親教室の充実

保
健
推
進
課

男女ともに、妊娠・出産・育児に
ついての理解を深め、妊婦が周囲
からサポートされていると感じる
ことができるよう保健指導や情報
提供、個別相談の充実に努めま
す。特に、少子化対策の一環とし
て、男性の育児に対しての意識醸
成を図ります。また、祖父母世代
を対象とすることについても、検
討を進めます。

妊婦とその
家族

○ ○ ○

妊婦及び家族が参加対象の「はじめまし
て、赤ちゃん」を、年に3回日曜日に開
催。
母子手帳交付時に個別に案内し、広報や
ホームページで周知を行った。教室内容
は、助産師による妊娠経過・お産・育児
の話、家族の妊婦体験、沐浴実習、妊婦
同士の交流、個別相談など
参加者  36人

２　予定通り ２　一定の効果があった

定員に満たないクールでは、妊娠5.6か月
の初妊婦に電話勧奨し参加者を募った。
今後は周知や案内方法を検討する。父親
の参加も多いため、父親同士の交流がで
きるような内容を検討。

（１）両親教室以外でも希望者がいれば、個別
相談に応じたり沐浴実習を実施。
（１）妊婦同士、父親同士が交流できるような
内容を検討
（１）妊娠5.6か月の初妊婦への案内や勧奨を検
討
（２）定員枠は８組を継続。
（２）妊婦及び家族が参加できる教室「はじめ
まして、赤ちゃん」を。母子健康手帳交付時に
案内し、広報、ホームページで周知する。日曜
日に年3回実施を継続。

2

児童・子育
て家庭の保
護者・独身
者

妊娠・出産に関す
る情報提供の充実

妊娠・出産・子育てに関する情報
を充実することで、妊産婦や子育
て家庭の保護者が利用すべき事業
や相談先に迷うことがないよう努
めます。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

妊婦健康診査の充
実
（地域子ども子育
て支援事業）

保
健
推
進
課

すべての妊婦が、経済的な理由か
ら必要な時期に健診を受診せず、
出産に至ることのないよう、標準
的な健診回数（14回）の公費負担
を継続し、必要な方には妊娠期か
ら継続的な支援を行い、安全・安
心な妊娠・出産を目指します。

妊婦 ○ ○ ○

（１）妊婦歯科健康診査
令和６年度より、妊婦歯科健康診査の受
診場所を、市内から３市３町に拡大して
実施。
受診者　  95 人　受診率　  25.6  ％
母子手帳交付時や転入妊婦に対して、受
診票を発行し、パンフレットと歯ブラシ
を配布して啓発を行った。
（２）妊婦健康診査
延べ受診数　4232 人
国基準の健康診査を実施できる公費負担
額を助成し、経済的負担を軽減し、母子
の健康増進を図った。
（３）妊産婦及び多胎児家庭への健診等
への支援のためにタクシー利用助成を実
施
妊産婦交付者　331 人　多胎児家庭  2
人

２　予定通り ２　一定の効果があった

妊婦歯科健康診査は、３市３町に受診場
所が拡大したが、受診率の伸びは見られ
なかった。今後も勧奨を行っていく。
妊産婦のためのタクシー利用助成につい
て、４か月健診でタクシー券の利用状況
についてアンケートをとり、利用状況を
把握する。

（１）妊婦歯科健康診査は、妊娠中期までに再
度勧奨の方法を検討
（１）妊産婦のためのタクシー利用助成につい
て、４か月児健診でタクシー券に利用状況につ
いてアンケートをとり、利用状況把握し、タク
シー券の助成の方法等について検討
（２）妊婦健康診査　公費負担額増額を実施
（R7.4～）国基準の健康診査を実施できる公費
負担額を助成し、経済的負担を軽減し母子の健
康増進図る。
（２）妊婦歯科健康診査
妊婦歯科健康診査の受診場所を、市内から３市
３町で実施を継続
妊娠届時面接の機会等にリーフレット等を用い
て啓発し、受診率を高める。
（２）妊産婦及び多胎児家庭への健診等への支
援のためにタクシー利用助成を継続
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

産婦健康診査の実
施

保
健
推
進
課

産後2週間、産後1カ月の出産間も
ない時期の産婦に対する健康診査
を実施し、産後うつの予防や新生
児への育児負担の解消を図りま
す。

産婦（産後
2週間、1か
月）

○ ○ ○

産後2週間受診者数  318 人
産後1カ月受診者数  310 人
心身が不安定な産後2週間・1か月に産婦
健康診査を実施し、母子の健康状態を把
握し、支援が必要な方には訪問等支援等
を行った。

２　予定通り １　十分効果があった
産婦健診の受診率は前年度より増加して
いる。産婦が必要な時に支援が得られる
よう、医療機関と今後も連携していく。

（１）心身が不安定な産後2週間・1か月に産婦
健康診査を実施し、支援が必要な方には早期介
入をし、母子の健康増進を図る。

9 7 Ⅰ　すこやかに生み、
育てる環境づくり

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

産後ケア事業の実施

保
健
推
進
課

退院直後の母子に対して心身のケ
アや育児のサポート等を行い、産
後も安心して子育てができる支援
体制の確保を図ります。

産後１年未
満の産婦と
乳児

○ ○

産後ケア事業利用者実人数　11 人（実
人数）
心身の不調や育児不安等がある産婦や、
休養が必要な産婦と乳児が産科医療機関
において必要なサービスを受けられるよ
うに情報提供し、医療機関と連携を行
い、産後の母子支援を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

産後ケア事業のショートステイ、デー
サービスを医療機関等で実施している
が、居宅で支援できるようにアウトリー
チ（訪問型）のサービスの開始を検討。

（１）アｳトリーチ（訪問型）をサービスの開始
（1）心身不調等、休養が必要な産婦とその子が
産科医療機関において必要なサービスを受けら
れるように、妊娠中からの情報提供を行う。
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（１）安心できる妊
娠・出産への支援

保
健
推
進
課

乳幼児健診
(４か月
児・1歳6か
月児・3歳6
か月児）

○ ○ ○

（１）各乳幼児健診およびサロン他、母
子保健事業において、栄養士・発達相談
員・歯科衛生士・助産師・保健師等専門
職による育児相談を行った。
相談事業　延べ　2238  人

（２）乳幼児健診未受診児対応（4か月
健診　9人、1歳6か月健診  7人 3歳6か
月健診   20人）
乳幼児健診未受診児においては、家庭訪
問等で児の状況確認を行い、必要に応じ
た支援を実施。

２　予定通り ２　一定の効果があった
各分野の専門職が相談できる体制がとれ
ているので、ニーズに対応できている。

（1）各乳幼児健診およびサロン他、母子保健事
業において、栄養士・発達相談員・歯科衛生
士・助産師・保健師等専門職による育児相談を
行う。

（1）未受診者対応については、府のマニュアル
に準じて未受診児の対応を行う。

11
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

家
庭
支
援
課

就学前の児
童を持つ保
護者

○

保健センター事業(4か月児健診、1歳7か
月児健診、ほっとママサロン)に出向
き、利用者支援及び保護者の相談に応え
た。

〇 ２　予定通り １　十分効果があった

ひだまりスタッフが直接ひだまりについ
て紹介したり相談を受けたりすること
で、これをきっかけにひだまりと繋がる
ことが増えた。

（１）事前に受診予定人数を聞いておくこと
で、可能な場合は対応する職員を増員する。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

保
育
子
ど
も
課

乳幼児とそ
の保護者

○ ○ ○

子ども相談（70件）、広場事業等による
保護者からの相談対応（16件）を実施し
た。
相談内容により電話相談や面談相談を
し、必要に応じて関係機関につなぎ支援
を連携した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
相談対応を実施してきたが、すぐに対応
できないケースもあった。

（1）相談内容によって、優先順位の検討をおこ
なっていく。

（2）子ども相談、広場事業の実施継続。関係機
関との連携
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

保
健
推
進
課

主に乳幼児
を子育て中
の親や支援
者

○ ○ ○ ○

（１）母子健康手帳交付時に、窒息予防
や心肺蘇生法のページを紹介し、救急時
の対応等とともに、事故防止の啓発を実
施。
（２）乳幼児健診等で、パンフレットの
配布により事故防止の啓発を実施。
（３）赤ちゃん教室で、事故予防の啓発
を実施。
（４）生後2～３か月頃の「こんにちは
赤ちゃん訪問」の時などの家庭訪問時
に、子どもの発達と事故予防についての
啓発を実施。

２　予定通り ２　一定の効果があった
乳幼児健診や様々な機会を通じて、こど
もの事故防止のための知識の普及啓発に
努めている。

（２）各乳幼児健診や、問診時に事故予防につ
いて個別に説明し、啓発する。
（２）４か月児健診の集団指導で事故予防の啓
発を実施。
（２）母子健康手帳交付時に、窒息予防、心肺
蘇生法のページを紹介し、啓発する
（２）「こんにちは赤ちゃん訪問」等の家庭訪
問時に、事故予防の啓発する。
（２）赤ちゃん教室で、事故予防の啓発する
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み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

消
防
署

市民や関係
機関職員

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市民、事業所、関係機関職員、海水浴場
監視員等、事故防止及び事故後の対応に
ついて講習を通して啓発活動を実施し
た。

２　予定通り ２　一定の効果があった
アフターコロナでの感染予防を考慮した
積極的な行動を取ってもらうように講習
しなければならない。

（１）講習会の開催は、新型コロナウイルス感
染状況が落ち着いたため、新型コロナウイルス
蔓延以前の体制に戻し実施する。
（２）広報紙や講習などを通して啓発活動を行
うほか、搬送などの際に虐待の疑いがあれば関
係機関への通告や情報提供を実施する。

8

子どもの事故防止
のための啓発活動
の推進

9

乳幼児の健全な発育発達を促進す
るため、月齢に応じて健康診査を
行います。また未受診者に対して
は通知や訪問を行うなどフォロー
アップに努めます。普段、相談す
る機会の持てない保護者に対し、
保健師や保育士・療育指導員によ
る育児相談を実施することで、子
育ての不安の緩和に努めます。

乳幼児突然死症候群(SIDS)や誤飲、
やけどなどの応急手当や、子ども
の事故防止のための知識の普及と
意識啓発に努めます。

乳幼児健診の充
実・健診時の育児
相談の充実

2
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

15 10
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

健康や生活習慣指
導の充実

保
健
推
進
課

食や生活習慣と健康について、専
門家による講座を行うなど、知識
の普及に努めます。

就学前の子
を持つ家庭

○ ○ ○ ○

（１）乳幼児集団健診等やサロン等にお
いて、栄養に関する知識の普及啓発や個
別相談に応じた。乳幼児健診の集団指導
は、4か月児、1.6歳児、2.6歳児で実
施。
【栄養指導】　 1124  人
　集団：979人（乳幼児健診、離乳食講
習会）
　個別：196人（乳幼児健診やサロン時
に実施）
（２）母子健康手帳アプリにて子育てに
関する情報の発信を毎月行った。
（３）電話等での栄養相談などタイム
リーに対応を実施　個別：49人

２　予定通り ２　一定の効果があった
継続した指導の必要があるが、原因が食
事面だけでない場合が多くある。

（１）地区担当保健師との連携
（２）多職種との連携

16 11
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

母子健康手帳交付
時の個別相談の充
実

保
健
推
進
課

母子健康手帳交付時に、母親全員
に対し、保健師による面接及びア
ンケートを実施し、それにもとづ
いた適切な情報提供や個別相談に
努めます。

妊娠届に来
館した妊婦
とその家族

○

妊娠届　 348人
母子健康手帳の交付　 350人（双胎2組
含む）
全ての妊娠届出者に保健師や助産師が面
接を行い、必要な情報を提供し個別相談
を行った。

２　予定通り １　十分効果があった
保健師や助産師が面接に必要なスキルを
維持する。

（２）妊娠届出者全員に保健師等の専門職が面
接を行い、個別相談に対応し必要な情報を提
供。

17 12
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

家庭訪問事業の充
実（妊娠期・産褥
期）
（地域子ども子育
て支援事業）

保
健
推
進
課

全戸訪問に向け、今後も保護者へ
の周知を図ります。ハイリスクの
家庭には医療機関と連携のもと早
期訪問を実施し、関係機関や地域
と連携し必要な支援を行います。
また、訪問時以外も相談できるよ
う、相談窓口の普及を行います。

妊産婦と就
学前の子ど
もを持つ家
庭

○ ○ ○ ○

（１）「こんにちは赤ちゃん訪問」では
保健師や助産師が家庭訪問を行い、子ど
もの発達の確認や子育てについての助言
や必要な支援を実施
（２）医療機関と連携し、支援が必要な
家庭には、訪問等支援をおこなった。

２　予定通り ２　一定の効果があった
訪問する保健師や助産師が訪問指導に必
要なスキルを維持・向上していく。

（２）こんにちは赤ちゃん訪問では、全戸にお
いて保健師や助産師の専門職が訪問を行い、育
児についての助言や必要な支援を実施。
（２）医療機関からの要養育支援者情報提供書
（ケースの支援依頼）により、訪問を行い、支
援を実施。

18 13
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

妊娠出産、育児時
期の心と身体の相
談室の充実

保
健
推
進
課

安全な妊娠・出産や安心した子育
てができるように、妊娠中から健
康管理や仲間づくりを支援しま
す。育児相談や遊びや居場所を提
供し育児不安の解消に努めます。

妊婦・初産
婦。1歳未
満とその家
族

○ ○

【赤ちゃんママ相談】  27  人
妊産婦と子及び家族を対象に実施。栄養
士・助産師の個別相談。

【ほっとママサロン】   73 人
生後１１か月までの乳児及び家族を対象
に実施。赤ちゃんの身体計測、ふれあい
遊び、交流や栄養や母乳間隔など個別相
談を実施

２　予定通り ２　一定の効果があった

前年度と比べて、赤ちゃんママ相談や、
ほっとママサロンの参加者人数は増加し
たが、定員には満たないので、今後も事
業の周知・勧奨を行っていく。

（１）こんにちは赤ちゃん訪問で、母乳育児を
している母に、赤ちゃんママ相談を勧奨してい
く。
（２）赤ちゃんママ相談、ほっとママサロンを
実施

19 14
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（１）安心できる妊
娠・出産への支援

大阪府小児救急電
話相談事業の啓発

保
健
推
進
課

母子健康手帳の交付時や乳幼児健
診時などに、発熱などの子どもの
状態に対し、保護者があわてず対
応できるよう相談窓口の啓発を行
います。

子育て中の
家庭

○ ○

（１）お助けダイヤルを配布  370人
「大阪府小児救急電話相談事業」を含
む、相談窓口一覧を記載した「お助けダ
イヤル」を母子健康手帳交付時の面接で
配布した。転入者にも同様に配布した。
（２）全戸配布の「保健センターだよ
り」に掲載し周知に努めた。
（3）母子健康手帳アプリ「せんくまっ
こナビ」を導入し、子育てに関する情報
を発信した。（令和4年10月より）

２　予定通り ２　一定の効果があった さらなる普及活動に努める。

（２）お助けダイヤルを配布
「大阪府小児救急電話相談事業」を含む、相談
窓口一覧を記載した「お助けダイヤル」を母子
健康手帳交付時の面接で配布。転入者にも同様
に配布
（２）全戸配布の「保健センターだより」に掲
載し周知
（２）母子健康手帳アプリ「せんくまっこナ
ビ」で、子育てに関する情報を発信

20
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み、育てる環境づく
り

（２）子どもの生命
や性との出会いへの
支援

指
導
課

○ ○ ○

就学前においては、日々の子どもの様子
から子どもの生活・心身の発達の現状を
把握し、養護教諭による保健指導の実施
や様々な遊びや体験活動を通して「自分
の体と心を大切にする」ことから「命の
学習」につながっていくよう取組んだ。

２　予定通り ２　一定の効果があった
養護教諭を中心とした保健指導の実施
等、引き続き様々な遊びや体験活動の十
充実を図る必要がある。

就学前においては、日々の子どもの様子から子
どもの生活・心身の発達の現状を把握し、定期
的に職員全体で共有する。
養護教諭による保健指導の実施

21
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み、育てる環境づく
り

（２）子どもの生命
や性との出会いへの
支援

保
育
子
ど
も
課

○ ○ ○ ○

・家庭連携（心と身体の健康づくりや食
育、生命を大切にする、朝食摂取、内容
のおたよりの発刊）給食試食会の実施
絵本の展示　給食おやつの展示をした。
・給食レシピ保護者に提供した。
・行事食の実施・地産地消の促進・野菜
の栽培収穫・クッキング保育・和食文化
に触れるとりくみを実施した。
・講師による子育て講座の開催した。
（年５回）
健康づくりの取組み：保健指導（手洗い
指導・歯磨き指導・熱中症予防講座）を
実施、巧技台遊び、プール、マラソンな
どの運動遊びを実施した。
・３歳児保護者給食試食会
・調理場見学
・異年齢交流(リトミック・散歩など)

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 並行通園の子どもが在籍している中、日
程が取りにくい。

（１）在園児に園行事の体験に差が出ないよう
に、日程を確保していく。

（２）異年齢交流（巧技台で遊ぼう・水遊び・
ふれあい遊びなど）交流を深め身近な存在に気
づき、人と関わる力を育てる。
子ども参加型の健康指導を増やすことで自分自
身ができることを知る。

健康教育・生命の
教育の充実15

子どもの身体能力の低下や、家庭
で食事などの生活習慣を習得する
時間の減少が課題として考えられ
ます。また、近年の児童虐待の一
因として、子どもの頃から自分を
含めた生命の大切さを認識する機
会がなく、自尊感情や愛着の醸成
が十分でない点も考えられます。
このため、学校や保育所・幼稚
園・認定こども園（以下「幼児教
育・保育施設」という。）の生活
全体の中で、心と身体の健康づく
りや食育、生命を大切にする教育
を進めます。

各学校園所

3
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

22
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（２）子どもの生命
や性との出会いへの
支援

保
健
推
進
課

思春期 ○ ○

【性教育（講義）】39人
　高等支援学校3年生に、「命の大切
さ、男女交際について」をテーマとした
教室（思春期教室）を実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
思春期相談等の相談場所の周知をはか
る。性教育（命の大切さ）を広めるため
に、学校とより連携する。

（１）ホームページ等で、こころの健康づくり
として、思春期相談等、相談場所について周知
をはかる
（２）性教育（講義）の実施

学校と連携し、「命の大切さ」等をテーマに
した教室（思春期教室）を、高等支援学校等で
実施する。

23
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（２）子どもの生命
や性との出会いへの
支援

指
導
課

小中学生 ○ ○

思春期の児童生徒が、性に対する正確な
知識を身につけるため、発達段階に応じ
た指導を推進できるよう、情報提供を行
い、共有した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
思春期の児童生徒が、性に対する正しい理解を
得るために、発達段階に応じた指導を推進でき
るよう、積極的に情報提供を行う。

24
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（２）子どもの生命
や性との出会いへの
支援

保
健
推
進
課

市民 ○ ○ ○ ○
保健センターにパンフレットを設置し、
保護者世代に周知を行った。 ２　予定通り ２　一定の効果があった

保健所や学校等と連携し、様々な健康問
題に対応していけるようにしていく。

（１）保健所と連携し、更なる啓発に努める。
（２）学校と連携し、がんや喫煙や飲酒の害に
ついての学習の場を今後検討していく。

25
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（２）子どもの生命
や性との出会いへの
支援

指
導
課

小中学生 ○ ○

薬物乱用防止教育については、学校保健
計画の中に位置付け、喫煙・飲酒ととも
に、指導計画を策定し、保護者への啓発
を含め、学校教育活動全体を通じて取り
組んだ。泉南警察署や岸和田少年サポー
トセンター、など関係機関と連携し薬物
乱用防止教室を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

薬物乱用防止教育については、学校保健計画の
中に位置付け、喫煙・飲酒とともに、指導計画
を策定し、保護者への啓発を含め、学校教育活
動全体を通じて取り組む。泉南警察署や岸和田
少年サポートセンター、税関など関係機関と協
力して薬物乱用防止教室を行う。

26
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（２）子どもの生命
や性との出会いへの
支援

家
庭
支
援
課

小学生・中
学生・高校
生・若者

○ ○ ○ ○

小学生の社会見学、子育て世帯の保護者
へのインタビュー、中学生の職業体験、
泉南支援学校生の施設見学、学生ボラン
ティアの受け入れを行った。また、小学
校での出前保育を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
保護者の承諾を得て、赤ちゃんを抱っこ
したり一緒に遊んだりする機会を作って
いる。

身近に乳幼児と交流ができる場として学校側と
連携し安全第一に進めていく。

27
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（２）子どもの生命
や性との出会いへの
支援

指
導
課

小中学生 ○ ○

幼稚園児の小中学校訪問（園外保育）や
中学校吹奏楽部の幼稚園訪問、中学校で
の命の学習の一環である保育体験、隣接
する幼小での休み時間の交流等、小中学
生と乳幼児の交流の機会をつくった。こ
のような機会を通じた小中学生が小さい
子どもと実際に触れ合う体験が、子ども
とのかかわり方を学んだり、“子どもっ
てどんな存在なのか”を感じる機会に
なっている。
また、学校園で大学生のインターンシッ
プやボランティアの受け入れを行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

乳幼児と触れ合う機会によって、生命の尊さを
考える機械につながり、自然な交流の中で、生
きることを考える出発点になるよう工夫してい
く。

28
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

指
導
課

児童生徒 ○ ○

（1）支援リーディングチームによる教
育相談の周知を広め、４中学校区すべて
において実施し、活動の拡充を図った。
（2）府立支援学校の地域支援整備事業
拡充に向け、支援リーディングチーム会
議における事例検討研修を実施した。
（３）子ども総合支援センターが行う児
童の行動観察に基づいて校内の研修を実
施し、子どもの困り感や特性をアセスメ
ントし、教員の資質能力の向上を図っ
た。

２　予定通り ２　一定の効果があった

（1）支援リーディングチームによる教育相談の
周知を広め、さらなる活動の拡充を図る。
（2）府立支援学校の地域支援整備事業拡充に向
け、支援リーディングチーム会議における事例
検討研修を計画している。
（３）支援リーディングチームによる保護者学
習会の実施や研修の実施により、子どもの特性
に起因する困り感を見取る資質の向上やその困
り感を改善する基礎的環境整備、合理的配慮と
なる取り組みを学ぶ機会を計画する。

29
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

障害児やそ
の家族、保
育・教育現
場・事業所
の教職員

○ ○ ○ ○

・支援を必要とする園児の家庭訪問を行
い、発達の状況を把握し支援につなげ
た。
・主幹保育教諭と担任が相談し、個別の
支援計画や個別の指導計画の作成・実
践・評価を行った。
・発達支援相談表や訪問指導を利用しな
がら子どもの特性に応じた保育・教育の
充実を図った。
・足形や一日のスケジュールなどの基礎
的環境整備を整えると伴に、ホワイト
ボードやタイマー等子どもに合った個別
支援を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

担任以外の職員もかかわる中で、支援の
方法やかかわり方の統一が難しい場面が
見られ、その都度話し合いをもってき
た。

（1）初めてかかわる職員が多い為、園内で年度
初めに支援の基本を伝える会議を開催する。
引き続き職員のスキルアップにつながる研修に
参加する。

（2）年度初めに保護者との面談を設け、支援の
方向など共通認識をもつ。
担当者会議を定期的に行い、支援の共通確認や
支援法を一緒に考える機会にする。

19

16

17

18

生涯にわたり健康に過ごすための
基礎となる思春期において学校な
ど関係機関と連携を図り、生命の
尊さや性、心と身体の健康づくり
についての正しい知識の普及を行
います。「妊娠SOS」や「思春期
相談」を広く周知し、子どもが直
接相談できる体制の充実に努めま
す。

薬物乱用防止に関するポスターや
冊子をもとに、薬物乱用防止につ
いて啓発を行います。また専門家
の講演などを実施し、学習の充実
を図ります。指導を通して喫煙・
飲酒・薬物などについての有害性
を訴えていきます。

思春期保健の充
実、相談体制の充
実

障害児保育・教育
の推進

中高生の薬物乱
用・喫煙や飲酒に
対する学習の充実

乳幼児とふれあう
機会の提供

小学校、中学校、高等学校の教科
や特別活動、総合的な学習の時間
などにおいて、乳幼児とのふれあ
いを行うことで、親として子ども
に接する体験と、子どもを生み育
てることの意義などを理解する活
動を推進していきます。また、小
学校、中学校の空き教室を利用し
て子育て支援事業を実施し、乳幼
児の親子と接する活動を推進して
いきます。子育て講座の一時保育
担当として、中高生の保育ボラン
テイアを推進しています。

保育・教育の中で基礎的環境整備
を高め、合理的配慮を行い、支援
を必要とする乳幼児・児童・生徒
への保育・教育を充実するととも
に、障害や子どもの特性に応じた
きめ細やかな指導を早期に行い、
保育・教育の効果が上がるよう努
めます。また、職員研修などを通
して保育・教育の質の向上にも努
めます。

4
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育

士
）
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他

【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

30
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

障害児や発
達に課題の
ある児童、
養育や療育
を必要とす
る児童及び
その家族

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・泉南市子ども総合支援センター事業
子ども相談　70件
親子教室　 21組　93回
広場事業　 178組　32回
就学前施設の訪問指導　34回　197名
学校現場の巡回指導　24回
相談票対応　182件
児童発達支援事業（リバースクール・
NEST）多機能型事業所（放課後等支援
事業・保育所等訪問支援事業）を実施
地域支援研修、保護者研修の実施した。
指定障害児相談支援事業くるるとして相
談支援実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
関係機関と連携しながら支援を継続的に
ライフステージに応じて提供

（１）子どもや保護者の困り感やニーズを把握
し、相談内容そった子どもに関わる機関（教育
委員会、SC,SSW,CSW,家庭児童相談室、保健セン
ター、障がい福祉、基幹相談支援センター等）
との連携を密にしながら支援を継続する。

（２）ー

31
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

障
害
福
祉
課

障害児 ○ ○ ○ ○ ○ ○

・障害者手帳の取得や発達障害などの相
談の内、必要に応じて、子ども総合支援
センターへつないだ。
・泉南市自立支援協議会の事務局として
子ども総合支援センターが参画し、関係
機関との連携を図った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
今後も子ども総合支援センターとの連携を
図る。

泉南市自立支援協議会の事務局として、子ども総合
支援センターに参画してもらい、障害者・児の関係
機関との連携強化を図る。

32
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

障害児や発
達に課題の
ある児童、
養育や療育
を必要とす
る児童及び
その家族

○ ○ ○ ○

・りんごの広場事業、放課後等デイサー
ビス事業（NEST2）の実施した
・親子教室やリバースクール利用者に対
し、長期期間中やその他の日も必要に応
じて家庭訪問を実施し、家庭環境改善の
ための支援や遊びの提供を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
子どもの現状の把握。
保護者の思いやニーズの把握。

（１）放課後等デイサービス事業の実施。子ど
もや保護者の現状や困り感、ニーズ等を聞き取
り把握し、支援を継続する。

（2）ー

33
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

青
少
年
セ
ン
タ
ー

小学生から
保護者

○ ○ ○ ○ ○

誰もが安心して過ごせる居場所となるよ
う、安全に配慮したレイアウト、使いや
すいおもちゃの選定をおこなった。初回
来館時には登録書を保護者に記入をお願
いし、こどもの気になる点や配慮が必要
な事項ついて確認した。青少年センター
の安全計画の策定をおこなった。

２　予定通り １　十分効果があった

来館者の増加に伴い、配慮の必要なこど
も、個別対応が多くなっている。館の
キャパシティや職員の配置人数の問題も
あり、職員間でしっかりと情報共有して
いく必要がある。

(1)基本的に会議等を実施し、こどもの情報共有
をおこなっている。

(2)閉館後に気になるこどもの様子を伝え合った
り、こどもの情報共有のための共有スペースを
作成している。

34
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

人
権
国
際
教
育
課

各学校園所 ○

・人権教育指導者育成講座・人権保育教
育講座を長期休業中に実施した。
・人権保育・教育の実践交流会や人権保
育教育担当者会にて、各学校園の障害理
解教育についての取組交流を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

教職員が個別人権課題について学ぶこと
ができる人権教育指導者育成講座を着実
に実施していくことができるように、内
容や講師選定、開催方法を工夫してい
く。

（１）集合開催で多くの教職員が学ぶことがで
きるように、継続的に広い会場を確保し、研修
を実施していく。

35
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

人
権
推
進
課

一般市民 ○ ○ ○ ○ ○

各小中学校で実施している人権啓発事業
「校区の集い」において「障害者理解」
をテーマに公演を行った。
実施小学校：信達・新家小学校
内容：手話×エンターテーメントでバリ
アクラッシュ
実施小学校：新家東小学校
内容：素敵に生きよう～誰もが違いを認
めて輝く社会を目指して～

２　予定通り ２　一定の効果があった

参観日と同日開催でも、平日参観のとき
は、保護者の参加が少なかった。参加し
た保護者のアンケートでは、「障害のあ
る人の話を直接聞かせてもらってとても
よかった」という声があったことから、
多くの方に聞いてもらえればより効果が
あったと考える。

（1）開催日については、参観日（土日）と合わ
せて実施できるよう、学校側と引き続き調整を
行う。また公演の内容や様子を広報で紹介する
など、少しでも多くの方への啓発と周知につな
がる様に取り組んでいく。
（2）－

36 23 Ⅰ　すこやかに生み、
育てる環境づくり

（３）障害児特別支援
事業の充実

幼児教育・保育施設
等における受入れ支
援

保
育
子
ど
も
課

幼児教育・保育施設の円滑な受入
れを支援するため、訪問指導を行
います。また、学校等と障害児支
援事業所との連携強化に取り組み
ます。

障害児や発
達に課題の
ある児童、
養育や療育
を必要とす
る児童及び
その家族

○ ○ ○ ○ ○ ○

・児童発達支援事業（リバースクール）
と地域の保幼子ども園との個々の子ども
に合わせた並行通園を行っている。
・就学前施設への訪問指導、学校現場へ
の巡回指導、保育所等訪問支援事業によ
る教職員への専門的アドバイスを行っ
た。（34回）
・相談支援事業所（くるる）としての関
係機関とのサービス担当者会議の開催実
施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

関係機関との役割分担の見直しや連携の
強化また、子どもの課題と保護者のニー
ズの共通理解や確認の必要性

（１）個別の指導計画をもとに子どもの特性や
課題を確認しあいながら並行通園の継続、情報
共有の場の設定と共通理解を行う。
・訪問指導、巡回指導、保育所等訪問支援事業
による子どもや保護者の困り感への支援内容の
提案、サービス担当者会議による支援内容の確
認と機関の役割分担を行う。

（２）訪問指導、巡回指導、保育所等訪問支援
事業、サービス担当者会議等の事業の継続実施
する。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

保育所・保
育園・幼稚
園・認定こ
ども園・
小・中学校
の教職員や
保育士・保
育教諭

○ ○ ○ ○ ○ ○

・子ども総合支援センターでの各事業
（保育所等訪問支援や相談支援等）や地
域支援として発達支援相談票の活用によ
り個々の子どもの課題に合わせた支援を
各校園所の教職員等と共に考え、アドバ
イスを行った。また、相談内容により発
達検査の実施を行った。
子ども相談による発達や育児相談を行っ
た。

２　予定通り ２　一定の効果があった

支援を必要とする子どもや家庭が多く、
適切な支援を行うにあたり、専門的知識
を有する人材育成や人材確保が必要であ
る

（１）支援体制の強化のために職員研修等を通
して人材育成を継続的に行う。

（２）それぞれの子どもの課題に合わせた支援
方法のアドバイス提供をし、各機関と連携し支
援を行い、地域の発達支援の充実につなげる。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
健
推
進
課

就学前の子
どもの育ち
に心配を持
つ保護者と
子

○ ○ ○

【療育相談】開催数　2 回
　専門医による相談を実施した
【のびのび相談】開催数　 93 回
　発達相談員による個別の発達検査を実
施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
児の特性や、療育の必要性の理解が難し
い保護者への関わり方が難しい。

（１）療育の必要性を理解してもらえるよう、
保護者支援を行う
（１）保健師の面談のスキル向上に努める。
（２）発達相談員による個別の発達検査を実施
し、必要時専門医による相談や、市の児童発達
支援センターを案内する。

21

20

24

22

健康・医療・福祉・教育に関する
研修 会、イベントの開催、広報な
どを通し て積極的な啓発活動を推
進し、理念の 浸透を図ります。

インクルーシブな
社会への意識の啓
発

障害児支援、発達支援など、支援
を要する児童に対する地域の拠点
施設として、子ども総合支援セン
ターにおいて、子どものライフス
テージに応じた集約的な事業展開
を推進します。

障害のある児童が（保育時間終了
後や放課後、長期休暇中などに）
気軽に集まることのできる場所を
提供し、保護者の就労支援や一時
的な休息、交流や学びの場などを
目的に実施します。

泉南市子ども総合
支援センター事業
の推進

障害児の居場所の
確保と保護者への
支援

発達相談・療育相
談・発達検査・巡
回相談・家庭訪問
の充実

子どもの発達に課題がある家庭の
相談に応じ、子ども総合支援セン
ターなどにおいて適切な助言や支
援を行います。必要に応じて、要
保護児童対策地域協議会において
情報共有を行いながら、心理職、
療育指導員、支援教育に関する専
門的知識を有する人材を活用しま
す。

5
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

児童（0歳
から18歳）
及びその保
護者・関係
機関職員

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・児童発達支援事業、放課後等デイサー
ビス事業、保育所等訪問支援事業の実施
・各相談業務の実施
・就学前施設等への訪問指導の実施
・子どもに関わる機関（教職員、保育教
諭、保育士及び事業所職員）を対象に発
達支援研修の実施

２　予定通り ２　一定の効果があった

・職員の発達障害児への理解や対応力等
の基礎的知識の向上や支援の応用力の強
化
・校園所や事業所、家庭児童相談室、保
健センター等各関係機関との情報共有・
連携の充実

（１）発達障害等に関する知識向上のための発
達支援研修の定員を増やしての開催実施。また
その時のニーズに合わせた研修内容の検討を行
う。

（２）児童発達支援事業、放課後等デイサービ
ス事業、保育所等訪問支援事業、各相談業務の
継続的支援を実施する。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

障
害
福
祉
課

障害児 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1)障害者手帳の取得の相談や申請受
付・進達業務を実施。
(2)障害児通所給付事業（児童発達支
援、放課後等デイサービスなど）の利用
に関する支給決定業務を実施。

２　予定通り ２　一定の効果があった

発達に課題がある子どもへの支援につい
て、今後も子ども総合支援センターや保健
センター、学校等関係機関との連携を図る
必要がある。

（1）各種障害者手帳の取得の相談や申請受付・進達
業務を行い、必要な場合は、子ども総合支援セン
ター等へつなぐ。
（2）障害児通所給付事業（児童発達支援、放課後等
デイサービスなど）の利用に関する支給決定業務を
実施する
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
健
推
進
課

関係機関教
職員及び、
就学までの
児やその保
護者

○ ○ ○ ○

小児在宅医療ケア連絡会に参加し、年に
３回程度関係部署で情報共有した。加え
て庁内の医療ケアコーデイネーター関係
者で年３回情報共有を行った。また、年
に１回近隣市町との情報や意見交換会に
参加した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
医療機関や保健所、関係機関等と連携を
図りながら、医療ケア児の把握に努め
る。

（1）定期的な連絡会に参加し、他部署と情報共
有し、医療ケア児を把握に努める。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

医療的ケア
児を支援す
る関係機関

○ ○ ○ ○ ○

１)泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取
町・田尻町・岬町医療的ケア児等連絡会
へ参加し協議の場として参加。
（２）市内医療的ケア児連絡会を年３回
開催し情報共有を行う。医療的ケア児等
コーディネーター連絡会を４市３町を年
３回開催し研修や情報交換を行う。市内
の医療的ケア児等コーディネーター連絡
会も年３回開催し、情報共有や医療的ケ
ア児を受け入れている事業所へ訪問し情
報収集や課題抽出を行う。「医療的ケア
てなあに？」のパンフレット完成・配布
とホームページを開設した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

災害時の個別の避難計画作成に向けての
取り組み
医療的ケア児の全数把握
地域連携
医療的ケア児や家族の現状や困りごとの
把握、本人や家族のライフステージに合
わせた支援の提供
社会資源や課題の抽出

（１）泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田
尻町・岬町医療的ケア児等連絡会へ協議の場と
しての参加

（２）４市３町の医療的ケア児等コーディネー
ター連絡会を年３回開催参加、泉佐野保健所も
参加いただき泉佐野保健所主催の医療的ケア児
の保護者対象の交流の場の周知や各市町での現
状や情報共有、情報交換等行う。市内医療的ケ
ア維持等コーディネーター連絡会を年３回の定
期開催と必要に応じ随時開催し情報共有や担当
の振り分け等を行う。市内医療的ケア児連絡会
を年３回開催参加し、情報共有や情報交換を行
う。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

指
導
課

児童生徒 ○ ○ ○

医療的ケア連絡会において、児童の情報
共有を行った。また、次年度入学予定の
児童について、保護者や所属園及び入学
予定学校と連携する場をもち、必要な予
算を確保した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続き市内関係機関と連携をすすめる
必要がある。

入学予定の児童について、保護者や所属園及び
就学予定学校と連携を深め、様々な面で不安な
く就学できるよう努める。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

障
害
福
祉
課

医療的ケア
児を支援す
る関係機関

○

（１）泉南市自立支援協議会の事務局
に、子ども総合支援センター（医療的ケ
ア児等に関するコーディネーター）が参
画し、部会において、事例紹介等をする
など、関係機関との連携を図った。
（２）泉佐野保健所管内小児在宅医療ケ
ア連絡会に参加。

２　予定通り ２　一定の効果があった
医療的ケアが必要な児童の支援に関して、
今後も関係機関との連携を強化する。

（１）泉南市自立支援協議会の事務局として、子ど
も総合支援センター（医療的ケア児等に関するコー
ディネーター）が参画し障害者・児の関係機関との
連携強化を図る。
（２）泉佐野保健所管内小児在宅医療ケア連絡会に
参加。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

各校園所や公共施
設のバリアフリー
化の推進

都
市
政
策
課

障害児を想定して、各校園所や公
共施 設のバリアフリー化に努めま
す。

駅周辺バリ
アフリー基
本構想地区
内の公共施
設

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡田浦駅バリアフリー基本計画を策定し、
基本計画の中でバリアフリー化を推進する
公共施設を生活関連施設として位置づけ
た。

〇 ２　予定通り ５　わからない
既存の基本構想において、バリアフリー化
が推進されるように、進捗管理を行うこ
と。

（1）樽井駅周辺のバリアフリー基本構想について、
見直しを行う。

（2）既存の他の基本構想において、見直しを行うた
めに次年度の予算要求を行う。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

在宅家庭及
び関係機関
に在籍する
児童の保護
者

○ ○ ○ ○ ○

・保護者学習会への卒園児先輩保護者を
招き勉強会や交流を図る
・ファミサポが実施している研修を通し
て発達に課題のある子どもへの理解者、
支援者育成に協力する
・地域の広場事業への参加

２　予定通り ２　一定の効果があった 保護者同士の交流の場の設定。

（１）りんごの広場だけでなく、のびのび広場
の共催により地域への参加、支援者支援を行
う。

（２）保護者学習会に先輩保護者を招き、様々
な年齢層の子どもの保護者の交流を促進する。
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Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

指
導
課

障害のある
子どもを持
つ保護者

○ ○ ○
支援学校教員や就学前施設・小中学校教
員たちと、就学や進学に向けて保護者相
談会を実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

（１）就学前施設を通し、相談会への参加を促
す。
（２）小中学校代表の説明に加え、個別の相談
の場を設定し、より個に応じた就学相談の場と
する。
（３）相談会後も気になることがあれば、いつ
でも教育委員会や学校園に相談できるように周
知する。

25 療育の充実
発達に課題がある子どもを対象に
した療育の充実に努めます。

28

医療的ケアが必要な児童の支援に
関する協議の場を設置し、保健・
医療・福祉・教育その他関係機関
と連携を図り、必要な支援をする
ための地域づくりに努めます。

関係機関と連携を図りながら自主
的なグループの組織化を支援する
とともに、その活動内容のＰＲ、
グループ間のネットワークづくり
の支援などを行います。

医療的ケア児支援
のための関係機関
の協議の場の設置

26

障害児・慢性疾患
児を持つ親のネッ
トワークづくりと
サークル活動の育
成支援の充実

6
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

48
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

関係機関教
職員及び市
民

○
・発達支援研修実施（5回）
・保護者学習会実施（リバースクール21
回の内合同6回）

２　予定通り ２　一定の効果があった
内容の偏りや恒常化等もあるためニーズ
に合わせた研修内容の検討。また講師の
確保、保護者学習会の参加人数を増やす

（１）内容や回数を精査し、保護者や支援者の
ニーズに合わせ、障害児支援に必要な研修を計
画し行う。また、学習会の内容や様子を保護者
に周知する

（２）関係機関と連携のもと発達支援を軸とし
た講演会、研修会を実施

49
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

保
健
推
進
課

関係機関教
職員及び市
民

○ ○ ○

・発達支援部会に参加し、情報交換を
行った。

・前年度作成した発達障害についての
リーフレットを、再度確認した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
発達障害についての理解を深め、支援が
必要な子どもを適切な時期に医療や療育
につなぐ。

（１）発達支援部会への出席
（１）発達障害のリーフレットの修正
（２）研修会の開催
（２）支援を通じて更なる連携を強化する

50
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

指
導
課

教職員 ○

泉南市子どもを守る地域ネットワークを
構成する各関係機関と連携し、支援にか
かる情報提供を実施した。各学校園にお
ける児童生徒の困り感に応じた研修等の
充実を図った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

（１）各校園での取り組みを交流する会を行
う。
（２）支援教育推進に向けた講演会を実施す
る。

51
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（３）障害児特別支
援事業の充実

障
害
福
祉
課

一般市民 ○

（1）人権政策推進本部による市民啓発
部会において、庁内他部局との連携・調
整を図った。
（2）人権推進課との共催により、障害
理解啓発イベント「みんなのカフェ」を
11月24日（日）にイオンりんくう泉南
イオンホールにて開催。また「じんけん
作品展」にて障害理解啓発の展示を実
施。

２　予定通り ２　一定の効果があった
今後も、障害関係だけでなく、他部局との
連携により、広く障害理解について、普及
啓発することが必要。

（1）人権政策推進本部による市民啓発部会におい
て、庁内他部局との連携・調整により、障害理解啓
発事業を実施する。

（2）人権推進課との共催により、11月に障害理解啓
発事業を実施する。

52
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（４）小児医療体制
の充実

消
防
署

一般市民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市民からの直接問い合わせや相談には、
すべて迅速に対応している。

２　予定通り ２　一定の効果があった 更なる普及啓発を実施する。

（1）夜間診療や休日診療の問合せや児童の症状
などの相談を行い、必要に応じて救急車を出動
させるなど適切な医療機関への救急運搬を実施
及び小児救急電話相談（＃8000）の紹介を行
う。

（2）市民からの直接問い合わせや相談にはすべ
て対応する

53
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（４）小児医療体制
の充実

保
健
推
進
課

就学前の子
を持つ家庭

○ ○ ○ ○

（１）【「お助けダイヤル」を配布】
370  人

「大阪府小児救急電話相談事業」を含
む、相談窓口一覧を記載した「お助けダ
イヤル」を、母子健康手帳交付時の面接
で配布した。転入者にも同様に配布し
た。
　その他、全戸配布の「保健センターだ
より」に掲載し周知に努めた。
（２）母子手帳アプリを導入し、子育て
に関する情報を発信。（令和4年10月よ
り）

２　予定通り ２　一定の効果があった さらなる普及活動に努める。

（１）医師会をはじめ、大阪府、近隣市町と小
児救急医療体制について検討していく
（２）母子手帳アプリで子育てに関する情報を
発信。

54 31
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（４）小児医療体制
の充実

講座の開催・医療
情報の提供

保
健
推
進
課

アレルギー・端息・感染症などの
疾患がある子どもの個別相談や健
康に関す る講座などにおいて、正
しい知識の普及啓発を図ります。

未就学児と
その保護者

○ ○ ○ ○

【相談事業】  2238 人（妊産婦、乳
児、幼児の延数）
　各乳幼児健診及びサロン他、母子保健
事業において栄養士・発達相談員・歯科
衛生士・助産師・保健師等専門家による
育児相談を行い、必要な情報を提供し
た。
【「せんなん子育てなび」の配布】
329 人
　冊子内容に医療機関情報を載せ、「こ
んにちは赤ちゃん訪問」時に配布した。
　また、ロビーに設置した。各乳幼児健
診で個別の相談を実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続き事業を継続するとともに、関係
機関とも連携していく。

（1）令和6年度に引き続き、各乳幼児健診、母
子保事業において個別相談に応じ、情報提供を
行う。

55 32
Ⅰ す こ や か に 生
み、育てる環境づく
り

（４）小児医療体制
の充実

予防接種の推進

保
健
推
進
課

子どもを感染症から予防するた
め、予防接種の推進を図るととも
に、乳幼児健康診査などの機会を
通じて保護者への啓発により接種
率を向上させます。

予防接種法
による定期
接種対象者
と保護者

○ ○ ○

【子どもの定期予防接種事業】

（１）【予防接種事業の案内】
令和６年度出生届出全件に、予防接種の
案内配布。また「こんにちは赤ちゃん訪
問」時に予防接種の案内を配布。
（２）【未接種者の接種勧奨】
　個別通知等で勧奨を実施。
（３）【子どもの定期予防接種の実施】
　接種率　 89.7 %

２　予定通り ２　一定の効果があった
予防接種に関する情報提供及び接種の機
会を逃すことがないよう、勧奨に努め
る。

（１）予防接種事業の案内や、未接種者に勧奨
を行う。
（１）乳幼児健診時に接種内容を確認し、接種
勧奨を行う
（２）令和6年度に継続して予防接種事業の案内
を行う
　①出生届出時に予防接種の案内を配布する。
　②こんにちは赤ちゃん訪問時に予防接種の案
内を配布する。
（２）未接種者の接種勧奨
　令和6年度に継続して個別通知を実施する
（２）定期予防接種の実施。

56 33 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（１）子育てに関す
る情報の収集と発信

利用者支援（基本
型）の実施
（地域子ども子育
て支援事業）

家
庭
支
援
課

子ども・子育て支援の総合的な情
報提供窓口として、市内のどの事
業も利用していない家庭などに適
切な支援情報が届くよう、個々の
家庭の状況把握、課題の分析を行
い、事業案内だけでなく専門的な
相談・支援の窓口へとつなげる役
割も担います。また、支援者同士
の顔の見える関係による、連携し
た支援につなげます。

子育て家庭
の保護者

○
泉南市地域子育て支援センター「ひだま
り」に利用者支援専門員を配置し、事業
を継続実施した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
さまざまな方法で地域子育て支援事業に
ついての周知を行う。

（１）地域で行われている子育て支援事業の情
報収集を行い、情報提供していく。（２）地域
の子育て支援事業の場で支援者同士の連携を深
め提供できる情報を充実させる。

講演会・学習会の
充実

小児救急医療の充
実、啓発

29

30

様々な障害について学ぶ機会を、
関係 機関と連携しながら提供しま
す。

子どもが病気の際に適切に救急相
談を行い、休日や夜間にも受診が
できるよ う、医療体制の充実を促
進するととも に、救急相談の方法
の啓発などを行います。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

57 34 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（１）子育てに関す
る情報の収集と発信

子育て相談支援の
推進

家
庭
支
援
課

地域子育て支援センターにおける
各種の子育て支援事業の参加者
や、保健センター等の健診に訪れ
た親子に声をかけ、育児相談や情
報提供を行います。また、不安の
ある保護者については関係機関で
情報共有を行い、保護者のつどい
や、ケース会議へとつなぎ、切れ
目ない継続支援に努めます。

子育て家庭
の保護者及
び支援者・
関係機関職
員

○ ○

保健センター事業の4か月児健診、1歳7
か月児健診、ほっとママサロンに参加
し、出産後の遊びの広場や相談機関でも
ある地域子育て支援センターひだまりを
紹介し、孤立からの育児不安解消に努め
た。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
さまざまな方法で地域子育て支援事業に
ついての周知を行う。

(1)予約せずに利用できる場所があることを利用
者に周知する。
(2)関係機関との連携を深める。

58 35
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（１）子育てに関す
る情報の収集と発信

切れ目のない支援
のためのポータル
サイト制作・広報
活動

家
庭
支
援
課

結婚・妊娠・出産・育児の切れ目
ない支援を行うための仕組み構築
の一環と して、大阪府において実
施されている情報発信・広報に関
する事業との連携を行い、情報提
供を充実します。

子育て家庭
の保護者及
び支援者・
関係機関職
員

○ ○
広場事業内での相談、電話相談、来園相
談、を実施。保護者の相談に応じながら
必要に応じて関係機関につないだ。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
関係機関と気軽に相談できる職員間の関
係づくり。

(1)定期的に専門職(保健師、管理栄養士、公認心
理師、社会福祉士)に相談できる日時を設定す
る。

59 36 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（１）子育てに関す
る情報の収集と発信

多文化共生社会に
向けた取組

保
健
推
進
課

多言語での母子健康手帳の発行、
外国人の保護者へのサポートな
ど、必要な行政サービスの提供を
します。また、言語のサポートだ
けでなく、文化や習慣を互いに理
解する取組を行い、同じ市民とし
て共生していける地域づくりを行
います。

妊娠届出に
来館した外
国人妊婦と
その家族

○ ○

（１）外国語の母子健康手帳を10冊発行
した。
（２）妊婦の母国語に対応できるよう、
10か国語の母子手帳を準備した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

母子健康手帳は多国籍言語に対応してい
るが、その他パンフレット類は日本語し
かない現状があり、外国人に特化したそ
の他サービスが実施できていない。

（1）外国語版の母子健康手帳交付
（1）産院と近隣の市町村の保健センター保健師
が外国人の妊婦の支援について情報交換の場を
もつ
（１）日本語通訳が必要な場合は、翻訳機を使
用して対応する。
（2）必要に応じて、他課に所属する人材を活用
し、チラシ等の翻訳など協力依頼をし、情報提
供を行う。

60 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（１）子育てに関す
る情報の収集と発信

人
権
推
進
課

市民 ○ ○ ○

男女平等参画情報誌「step」29号では、
災害時に誰もが安心して過ごせる理想的
な避難所について考えることをテーマと
し、災害時に必要な男女共同参画の視点
について啓発を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

防災をテーマとしたことで、地域の防災
会議等でも冊子を活用した効果的な啓発
ができた。今後もより広く市民に啓発で
きるよう、内容を検討する。

（1）今年度はSTEP創刊30年となり、ジェン
ダー平等30年の取組で何が変わり何が変わって
いないのか、泉南市の状況も踏まえ、広く市民
への啓発を行う。
（2）－

61
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（１）子育てに関す
る情報の収集と発信

家
庭
支
援
課

子育て支援
事業施設・
保護者

○ ○

広報紙、ホームページ、チラシや広場内
での情報提供時などでの言葉や、イラス
ト等においても、性差にとらわれない表
現になっているか確認しながら行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
さまざまな方法で地域子育て支援事業に
ついての周知を行う。

(2)ジェンダーにとらわれず、家族それぞれの形
で子育てができるようかかわっていく。

62 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（１）子育てに関す
る情報の収集と発信

保
育
子
ど
も
課

保育所・保
育園・認定
こども園・
保護者

○ ○ ○

絵本やペープサートを通して「みんなそ
れぞれちがいがある、まわりと自分がち
がってもいい、自分を大切にしよう」と
いうジェンダー教育を行い、ぬりえや好
きな自分をかき自分を表現する。（３～
５歳児お話の会にて）
また、取り組みのねらいや子どもたちの
様子を、おたよりやドキュメンテーショ
ンにて保護者に発信する。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

園での取り組みを職員全体で共有し、子
どもや保護者に対してより一貫した発信
ができるようにしたい。
保護者への発信がどれほど浸透している
か把握しづらい。

（１）発信の際には、保護者アンケートを参考
に、保護者がより興味をもって「読みたい」と
思えるような内容にする。担任に取り組みのね
らいを明確に伝えるとともに、関連する絵本等
を提案する。

（２）園児にお話の会等でジェンダー教育に関
する取り組みを行い、保護者に園での取り組み
を発信したり関連絵本などを掲示したりする。

63
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（１）子育てに関す
る情報の収集と発信

指
導
課

幼稚園・小
中学校・保
護者

○ ○ ○

子育てに関する情報の発信にあたって、
文言やイラストの使用の際に、ジェン
ダーにとらわれない視点で情報の選択、
文章の校正を行い情報を発信した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続きジェンダーにとらわれない視点で情報
提供を行う。

64 38 Ⅱ　子育て家庭を支援
する仕組みづくり

（１）子育てに関する
情報の収集と発信

インクルーシブ（※
２）な社会への意識
の啓発

人
権
国
際
教
育
課

障害者や外国人、ＳＯＧＩ（※
３）など、多様性を受け入れる社
会に向け、健康・医療・福祉・教
育に関する研修会、イベントの開
催、広報などを通して積極的な啓
発活動を推進し、理念の浸透を図
ります。

就学前施
設・小学
校・中学
校・保護者

○ ○

多様性を受け入れる社会に向けて、教職
員向けの研修や保護者向けの研修を実施
した。多様性を尊重することを参加者に
実感してもらうために、参加型・具体的
なエピソードなどを出し合える内容にす
る工夫を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

参加者のアンケート（振り返り）でも、
多くの人が自分の経験と重ねて感想を書
いてくれている。次年度以降も、継続的
に啓発を行っていきたい。

（１）参加体験型、グループワークなどを取り
いれながら学ぶことができる研修内容を考えて
いきたい。

広報活動における
ジェンダー（※
１）にとらわれな
い視点の啓発

広報紙や情報の提供にあたって、
ジェンダーにとらわれない視点か
ら見直します。

37

8



連番
通
番 基本目標 基本施策 事業名

R
6
担
当
課

事業内容 対象

乳
児

(

0
～

2
歳
）

幼
児

(

3
～

5
歳

)

　
小
学
生

　
中
学
生

　

　

中

学

卒

業

後

の

若

者

(

1

6
～

1

8

歳

)

中
学
卒
業
後
の
若
者

(

1
8
歳
～

)

　
妊
産
婦

　
保
護
者

市
民

　

施

設

職

員

（

教

職

員

・

保

育

士
）

　
そ
の
他

【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

65
Ⅱ　子育て家庭を支援
する仕組みづくり

（２）地域における子
育て支援事業の充実

保
健
推
進
課

就学前の子
を持つ家庭

○ ○ ○ ○

【妊婦健康診査】 延受診数　4232 人
　国基準の健康診査を実施できる公費負
担額を助成し、経済的負担を軽減し母子
の健康増進を図った。
【産婦健康診査】産後２週間受診数
318 人、産後１か月受診数  310  人
　心身が不安定な産後２週間・１か月
に、産婦健康診査を実施し、健康増進を
図る。
【産後ケア事業】延利用数　25  人
　心身不調等、休養が必要な産婦とその
子が産科機関において必要なサービスを
受けられるように情報提供し、医療機関
と連携を行う。
【すくすく健診・すこやか健診】
医師による経過観察健診
すくすく健診延べ　  120人
すこやか健診延べ　  20 人
【のびのび相談】
発達相談員による面接・支援　延べ
262人

１　予定以上 １　十分効果があった
支援が必要な子どもを適切な時期に医療
や療育につないでいけるようにする。

（1）健診未受診児においては、電話や訪問等で
児の状況確認を行い必要に応じた支援を行う。
（２）訪問や健診等からの相談内容により、地
域の情報提供をしたり、母子保健サービスを紹
介する。また、経過観察クリニック・相談につ
なぐ。
（２）療育が必要な児には利用支援をする。
（２）医療的ケア児等コーディネーター研修の
受講
（２）発達支援部会への参加

66
Ⅱ　子育て家庭を支援
する仕組みづくり

（２）地域における子
育て支援事業の充実

保
育
子
ど
も
課

保育所・保
育園・認定
こども園・
小中学校・
保護者

○ ○ ○ ○ ○ ○

・発達支援研修（5回）、保護者学習会
の開催（26回）
・訪問指導（34回）、巡回指導（24
回）の実施
・相談票を活用した相談対応（182
件）。また相談内容やニーズにより関係
機関につなぐ。
・相談支援事業による在籍機関や各事業
所との相談内容やニーズの共有や確認を
し支援を行う。

２　予定通り ２　一定の効果があった

相談内容の重度化や複雑化により専門性
の高い機関や専門職との連携がより重要
になっている
地域の発達支援に関わる機関との連携の
必要性
保護者学習会の周知の仕方

（１）各関係機関と情報共有を十分行い、連携
を密にする。

（２）地域支援として子どもに関わる保護者や
教職員、支援者等への発達障害理解のための研
修開催や子ども相談や訪問、巡回指導や相談票
の活用等の相談対応を行う。
・地域の発達支援に関わる支援者との連携や情
報共有を行う。

67
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

保
育
子
ど
も
課

○ ○

・泉南市子どもを守る地域ネットワーク
の「子育て支援部会（年3回）」におい
て、公民保育施設の職員が集まり、事例
検討会を実施し意見交流を行った。その
中で、家庭児童相談室の専門職に「地域
の支援ネットワーク」についての情報提
供もしていただき、保護者からの相談時
の参考にできるよう表にまとめ各施設に
配布した。また、講師を招聘しての研修
会も実施した。
・家庭支援推進事業会議では、公民保育
施設、地域子育て支援センター、保健セ
ンター、民生主任児童委員で子育てに関
する現状や、情報・意見交換を行った。
（年２回）

２　予定通り ２　一定の効果があった

・様々な職種や施設の方と話をすること
で、これまでの支援の確認や新たな支援
の気づきを得られることがたくさんある
が、欠席が多い施設もある。

（1）子育て支援部会は年3回予定。できるだけ
欠席の施設がないように開催時期などを決定し
ていく。

（2）ー

68 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

家
庭
支
援
課

○ ○
わんぱくっこ育成推進会議、家庭支援推
進保育所事業会議により、情報共有、課
題の認識を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
さまざまな方法で地域子育て支援事業に
ついての周知を行う。

（１）赤ちゃん教室や各施設での事業において
同じ目線で子育て支援を行っていくよう取り組
む。
（２）関係機関との連携の強化。

69
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

保
健
推
進
課

市民 ○ 事務局として会議等に参加している。 ２　予定通り ２　一定の効果があった
関係機関と協力し、より一層子育て支援
に寄り添えるように支援を行う。

（1）引き続き、事務局の役割を果たす。

70
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

指
導
課

子育て支援
にかかわる
機関

○

子どもを守る地域ネットワーク子育て支
援部会事務局の一員として、年3回の研
修を企画・運営に協力した。

第1回：講師招聘によるWEB研修「気に
なる家庭の支援について」では、講演及
び事例検討を行った。第2回：市内就学
前施設の事例に基づき2グループに分か
れて支援方法について検討し学び合っ
た。第3回：研修用事例により、支援方
法と関係機関との連携についてグループ
討議。年度末に「気になる事例が発生し
た時の対応例」「地域のネットワーク」
(関係機関一覧）についてまとめ、共有
した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

講師の招聘ができ、家庭児童相談室から
も専門的な話を聴けたことで学びにつな
がっており、継続して取り組む必要があ
る。

引き続き、講師の派遣を検討する。

39 包括的な支援機能を
持つ拠点の整備

子育てに関する不安や悩み及び障
害児に関する課題に対する支援機
能を有し、包括的な子育て支援に
つなげる拠点の整備を検討しま
す。

40 子育て支援者間の
ネットワーク構築

公立及び民間の子育て支援事業に
携わる者が、同じ目線に立って情
報共有・課題の認識を行い、ネッ
トワークを形成し、協働して子育
て支援を行うための基盤を整備し
ます。
そのための研修や、それぞれの事
業の強みや課題をお互いに報告す
る会議を行い、より行き届いた支
援を地域全体で行うための情報共
有・人的ネットワークの形成を行
います。
また、相談のあったケースや気に
なるケースをモデル的に抽出し、
関係機関の実務者により、支援の
必要性や他機関への連携について
協議し、行き詰まった場合には、
外部アドバイザーに依頼して解決
方法を導くことにより、関係機関
の連携、問題解決能力の向上を図
ります。

関係機関及
び子育て支
援事業に関
わる支援者

9
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番 基本目標 基本施策 事業名
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事業内容 対象

乳
児

(

0
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）

幼
児

(

3
～

5
歳

)

　
小
学
生
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学
生

　

　

中

学
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業

後

の

若

者

(

1

6
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1

8

歳

)

中
学
卒
業
後
の
若
者

(

1
8
歳
～

)

　
妊
産
婦

　
保
護
者

市
民

　

施

設

職

員

（

教

職

員

・

保

育

士
）

　
そ
の
他

【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

71
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

指
導
課

幼稚園児 ○

3～5歳児で幼稚園教育を希望する幼児に
保育を実施。4歳児5歳児は全員入園。3
歳児はくすのき幼稚園においては定員
オーバーのため抽選を実施。抽選漏れの
園児には、あおぞら幼稚園への特例入園
を案内し、見学の実施や親子登園への誘
いかけをして、居場所の確保に努めた。
預かり保育については理由を問わず。平
日16時30分まで受け入れており、長期
休業中も実施している。

２　予定通り ２　一定の効果があった

希望する園への入園が叶わず、1年間家
庭保育を延長するケースや特例入園によ
り、きょうだいが別の幼稚園に通うケー
スがまれにある。

優先枠については、引き続き検討を行う。

72 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

保
育
子
ど
も
課

就学前の児
童及びその
保護者

○ ○ ○

なるにっこ認定こども園・浜風こども
園・りとる愛らんどにて一時預かり保育
を実施。全認定こども園で１号認定児の
預かり保育も実施している。延長保育に
ついては各園で実施している。

２　予定通り ２　一定の効果があった
・延長保育については利用者数や子ども
の年齢、状況により、必要な職員数を配
置する必要がある。

（1）安全な保育が提供できるように、状況に合
わせた人員配置を行っていく。
（2）延長対応の保育士確保に務める。

73
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

家
庭
支
援
課

○ ○ ○

地域子育て支援拠点地（ひだまり・ぽか
ぽか・プチひまわり3rd・アンジュミニ
ヨン）4か所にて在宅家庭の親子が集う
場を提供した。

２　予定通り ２　一定の効果があった 保育士の確保

（１）ホームページ、広報、チラシ、ひだまり
通信等を利用し、市民への周知をする。また広
場事業等に参加している保護者へは、随時情報
提供していく。
（２）乳幼児の遊びの広場を安心できる居場所
として定着させるよう運営支援をする。

74 42
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

放課後子ども総合
プランの実施（就
学児童の居場所づ
くりの推進）

青
少
年
セ
ン
タ
ー

【放課後子ども教室の整備】
地域の人材を活用し、学校教育で
は得られない多様な体験を子ども
に提供し、子どもの心の醸成に資
するプログラムを実施します。

【放課後児童クラブと放課後子ど
も教室の一体型プログラムの提
供】
放課後児童クラブを利用する児童
についても、放課後子ども教室を
利用できるプログラムを実施しま
す。

【一体型提供にかかる体制整備】
放課後児童クラブと放課後子ども
教室の一体型提供のための、実施
場所、実施時間を検討し、学校、
事業者、行政が連携できる体制整
備を行います。

小学１年生
～６年生

○

市内全10小学校において放課後児童クラ
ブと放課後子ども教室の校内交流型でプ
ログラムを実施すうことができた。（東
小学校については、放課後児童クラブが
ないため、単独の放課後子ども教室とし
実施）

２　予定通り １　十分効果があった

こどもたちの安全面確保のため、民生委
員児童委員協議会の方々と連携しご協力
いただいた。学生ボランティア等につい
ても募集等おこなったが、放課後の時間
帯の関係もあり、実際の活動へ参加して
もらうことが難しい。

(1)学生ボランティアは活動時間帯の関係上難し
いところもあり、可能な家庭への声掛けを行っ
ていく。

(2)これまで紙媒体のみでの申込みをおこなって
いたが、各家庭の保護者に直接届くよう、小中
学校向け保護者連絡ツールを活用し募集を行っ
ていく。

75
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

家
庭
支
援
課

次世代の親
となる小・
中・高校生
及び若者、
乳幼児の保
護者

○ ○ ○ ○

小学生の社会見学（東小学校11名、樽井
小学校65名、信達小学校93名、雄信小
学校29名）、中学生の職業体験（信達中
学校4名、泉南中学校2名）、施設見学
(泉南支援学校中等部29名)、学生ボラン
ティア1名、小学生から子育て世帯の保
護者にインタビュー(樽井小学校12名)を
受け入れ交流を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

関連機関と連携を取り、今までのやり方にとら
われずに、できる取り組みを探っていく。

76
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

指
導
課

次世代の親
となる小・
中・高校生
及び若者、
乳幼児の保
護者

○ ○ ○

幼稚園では、保育参加や保護者人権研修
等の機会をとらえて、保護者が子育てに
ついて学ぶ機会をつくり、子育ての悩み
や喜びを共感できる場となるよう実施し
た。小中学校においても保護者研修を実
施した学校もある。
また、幼稚園児が小中学校を訪問した
り、中学生の職業体験を幼稚園が受け入
れ、次世代の親となる小中学生や高校生
が小さい子どもと触れ合う機会を提供し
た。

２　予定通り ２　一定の効果があった
小中学生等を園に受け入れるにあたっ
て、事前の打ち合わせが重要である。

事前打ち合わせにおいて、職業体験・保育体験
の際に園生活のルールや子どもへのかかわり
方、児童生徒への対応について、事前の情報共
有を丁寧に行う。

77
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

家
庭
支
援
課

就学前の親
子

○ ○ ○

地域子育て拠点地事業
・対象児別の教室として親子教室を開
催。
（体操教室、ふれあい教室、アンジュミ
ニヨン、ひまわりキッズ幼児教室、ぽか
ぽか）
・年齢別の広場事業開催（ころころルー
ム、よちよちルーム、ぴょんぴょんルー
ム、らんらんルーム）
親子教室や広場事業、子育て相談、子育
て講座、サークル支援等で就学前の親子
のつながりを深める取り組みや保健セン
ター等の関係機関と連携して子育て支援
を実施。
わんぱくっ子育成推進事業
・赤ちゃん教室の講師を色々な機関に依
頼し、他機関と連携して子育て支援を実
施。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
教室、ルームごとに予約申し込みや定員
を見直し、安心して参加できる環境を作
る。

（1）予約なしで気楽に参加できるもの、申し込
みをしてもらうことで準備ができより丁寧なか
かわりができるものとを分け、また回数や時間
等も考慮し利用しやすい状態を作っていく。
（２）子育て講座、親子教室、広場事業等で、
保護者同士が色々な方と交流できる場を設け、
縦のつながり・横のつながりを作っていく。

78
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

指
導
課

在園児およ
び未就園児
の親子

○ ○

各幼稚園において、保育参加や体験型の
保護者研修等を実施している。親子で楽
しく過ごす時間を持つことで、わが子の
成長や子どもへの愛情を感じる機会とな
り、保護者の安心やつながりづくりにも
つながっている。

２　予定通り ２　一定の効果があった
参加しにくい保護者へのアプローチにつ
いて工夫が必要である。

参加しにくい保護者が参加したくなるように、
遊びを通して親子のつながりが深まるような内
容をさらに工夫する。
またICTシステムを活用するなどして、園での様
子を伝え、子どもの成長をともに喜びながら、
その保護者ができる方法での参加を呼びかけて
いく。

41

就学前児童の居場
所づくりの推進
（教育・保育給付
対象事業、地域子
ども子育て支援事
業）

幼児教育・保育給付事業、一時預
かり、延長保育の実施により、就
学前児童の居場所づくりを推進し
ます。

43 親育ての促進

「親になるまでに、小さい子ども
に触れたことがない」という保護
者の現状から、次世代の親となる
小中高生を対象に学びの場や体験
の場、結婚・妊娠・出産・育児の
制度やサービスを含めた親学習の
情報を提供します。
また、親になっても、体罰によら
ないしつけ・子育てができるよ
う、啓発を行います。

44 親子教室の開催

それぞれの年齢の幼児と保護者が
遊びを通して親子のつながりを深
め、子どもの成長を促すと共に、
情報提供、相談を通して保護者の
支援を行います。

10
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

79 45 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

出前保育事業の実
施

家
庭
支
援
課

市内の公園や幼児教育・保育施
設、公共施設に出向いて、親子で
の遊びを提供します。

就学前の親
子

○ ○ ○

市内の公共施設や公園等を活用して出前
保育を実施した。年間12回で318人が参
加した。(一岡神社、花咲ファーム、砂
川小学校、長慶寺、くすのき幼稚園、あ
おぞら幼稚園、樽井公民館、金熊寺、図
書館）

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
さまざまな方法で地域子育て支援事業に
ついての周知を行う。

(１)予約制で行うものは、事前に交通手段を聞い
たり同時に二か所で開催するなどで、参加しや
すい状態を作る。

80 46 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

子育てサークルの
育成と活動支援事
業の実施

家
庭
支
援
課

子育てサークルに対して活動場所
や情報の提供を行います。

就学前の親
子

○ ○ ○

・赤ちゃん教室から派生した子育てサー
クルの育成及びサポート、またサークル
活動時のおもちゃの貸し出し、運営方法
の相談を行った。
・様々な場所で活動しているサークルの
交流の場を提供。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
サークル交流会を行うことで、各サーク
ルの状況を共有している。

（1）各サークルから得た情報を、活動場所を提
供している園と共有することで、サークル運営
などの参考にできるようにする。
（2）「サークルの・わ！」の周知に努める。

81 47 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

未就園児親子登園
の実施

指
導
課

未就園児の親子を、幼稚園に招
き、子ども、保護者、教諭がつな
がることで、子育ての孤立感から
脱し、子育ての楽しさを実感でき
るように援助します。

未就園児の
保護者

○ ○ ○

2歳児～4歳児までの親子登園事業を計画
通り実施。一人でいる保護者に声をかけ
たり、保護者同士の交流タイムをつくっ
たりして保護者のつながりづくりを意識
して取組んだ。親子登園アンケートを年
間2回実施し、中間アンケートで気づい
た課題を克服するよう内容や保護者への
かかわりを工夫した。

１　予定以上 ２　一定の効果があった
通常保育を実施しながらの、親子登園実
施であるため、活動場所や対応職員の確
保が困難な場合もある。

園行事との調整や活動内容の工夫を行う。

82 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

保
育
子
ど
も
課

就学前の在
宅家庭の親
子

○ ○ ○

・毎月第二火曜日、園庭開放を実施　計
11回。
・希望者には、施設見学を実施。
・就学前の親子に、ふれあい遊びや季節
の遊び、手作り教材、遊びの場を提供。

２　予定通り ２　一定の効果があった 保護者同士の交流の場として、保護者同
士もつながれるようにしていく

（1）保育士が仲立ちをし、保護者同士の交流を
促していく。

(2)毎月アンケートを取って参加者のニーズに応
え、環境を整えたり、保護者同士をつなぐこと
ができる関係づくりを行ったりする。子育てに
ついて相談することができる雰囲気づくりを心
掛ける。

83
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

指
導
課

未就園児の
保護者

○ ○ ○

公立幼稚園2園では、「ひろば」「園庭
開放」を定期的に実施し、未就園児親子
に遊び場を提供した。特に毎週月曜日に
実施している「ひろば」では、園庭と室
内を開放しており、継続して利用してい
る親子も多い。利用者合計：1170名

２　予定通り ２　一定の効果があった

夏季休業中に子育て支援センター「ひだ
まり」と連携して実施している「出前保
育」では通常のひろば事業より多くの参
加があった。特に水遊びのニーズが高
かった。

今後も子育て支援センター「ひだまり」と連携
し、夏季休業中の未就園児親子の遊び場の保障
をすすめていく。

84 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

保
育
子
ど
も
課

就学前の在
宅親子

○ ○ ○

・しんげっこサロンに参加。（4回）

・簡単にできる遊びや制作の提供をす
る。
(ふれあい遊び、楽器遊び、紙芝居や絵
本、体操、手作り教材など)

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
サロンを知らない方に向けてどう周知す
ればよいか

(1)引き続き園庭開放でサロンの開催日を知らせ
るなどの情報提供を行う。

(2)主任児童委員の方と相談しあいながら、親子
のニーズに合った内容を検討する。親子の様子
や相談内容は主任児童委員の方と共有し双方か
ら支援をすることができるようにしておく。

85
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

社
会
福
祉
協
議
会

就学前の在
宅親子

○ ○ ○

5地区で101回開催され、延べ1661人の
参加があり、614人の福祉委員が活動。

一丘地区
　子育てサロン　11回　118人
　発達に不安な子の集い　10回　92人
砂川地区
　子育てサロン 　37回　1067人
　発達に不安な子の集い　0回　6人
雄信地区
　子育てサロン（浜）　9回　138人
　　　　　　　（男里）9回　90人
新家地区
　子育てサロン　17回　421人
樽井地区
　子育てサロン　2回　343人

２　予定通り ２　一定の効果があった
昨年度より全体的に参加者数が増えてい
るが、発達に不安な子の集いの参加者数
があまり伸びていない。

（１）広く認知をしてもらうために、SNS等で積
極的に子育て世代への周知を行う。

（２）小地域ネットワーク事業として福祉委員
会への支援を行い、必要に応じて関係機関とも
連携する。

86 50 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

講演会・講座など
の充実

家
庭
支
援
課

子育て家庭の不安感・負担感が軽
減できるよう、また乳幼児の健全
な心身の発達、親と子の関係など
について学び、親の育児力の向上
を図るために講演会や講座などを
開催します。

就学前の児
童を持つ保
護者

○

年間10回の子育て講座、6回おひさま交
流会を計画し、子育て家庭の不安や負担
を軽減できるよう取り組んだ。参加者は
講座119名、おひさま交流会68名であっ
た

２　予定通り ２　一定の効果があった
講座ごとにアンケートを行い、思いや
ニーズを聞き取り計画に組み込んでい
る。

(1)状況に応じて定員を調整する。
(2)保護者のニーズや課題にあった講座を提供す
る。また庁舎や関係施設においてチラシ配架等
で周知を行っていく。

87 51 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

職員やボランティ
アに対する子ども
の人権に関する研
修の実施

子
ど
も
政
策
課

子どもに関わる事業に関係する職
員やボランティアを対象に子ども
の人権に関する研修を行います。

講座参加者 ○ ○ ○ ○
新規採用職員に「子ども権利について」
の研修を実施。

２　予定通り ２　一定の効果があった
グループワークを行うにあたり、話しや
すい環境作りが必要

話しやすいテーマでグループ内でワーキングを
行う

48
幼児教育・保育施
設の園庭等の開放

幼児教育・保育施設の園庭・所
庭・教室・保育室を開放すること
で、親子に遊び場を提供します。

49 子育てサロンの推
進

民生委員・児童委員、地区福祉委
員な どが行っている親子で集うこ
とができ る「子育てサロン」を支
援します。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

88 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

家
庭
支
援
課

子育て家庭
の親子

○ ○ ○

子育て講座開催時に一時保育を実施。
（参加した保護者119名、一時保育114
名。また、赤ちゃん教室、ふれあい教
室、体操教室では対象児と保護者のかか
わりの時間確保のためきょうだい児の一
時保育を行った。（赤ちゃん教室6名、
ふれあい教室1名、体操教室9名）

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 保育ボランティアスタッフの育成推進。
当日対応可能なボランティアスタッフが多数い
る場合は、キャンセル待ちの方にもできるだけ
受講してもらえるように対応する。

89
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

文
化
振
興
課

(

公
民

館
）

子育て中の
保護者と子
ども

○ ○ ○ ○
・公民館で開催した講座で一時保育を利
用できるようにした。

２　予定通り ２　一定の効果があった
（１）引き続き実施する

（２）昨年度の継承

・今後とも公民館で開催する講座で一時保育が
利用できるようにする。

90 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

文
化
振
興
課

(

公
民

館
） ○ ○ ○ ○ ○

・親子で参加することができる講座を開
催し、講座に参加することで父親が子育
てに関する相談や父親同士の情報交換を
行う機会をつくり、子育てに参加する意
識を啓発した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
（１）引き続き実施する

（２）昨年度の継承

・今後とも親子で参加できる講座を開催し、父
親が子育てに関する相談や父親同士の情報交換
を行う機会をつくり、子育てに参加する意識を
啓発する。

91
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

青
少
年
セ
ン
タ
ー

○ ○ ○ ○ ○
家族向けの講座を多数企画・実施し、父
親の参加も多数あった。参加した保護者
同士の交流等が見られた。

２　予定通り １　十分効果があった

講座に参加した保護者同士の交流は見ら
れたが、安全面等に配慮が必要なため定
員を設定する必要があり、こども限定の
講座がどうしても増えてしまう。保護者
も一緒に参加できる講座については今後
も検討していきたい。

(1)子育て支援事業への案内を継続して実施す
る。

(2)日常的に参加できる居場所事業の紹介を様々
な媒体を通して実施する。

92 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

家
庭
支
援
課

○ ○ ○

・地域子育て支援センター「ひだまり」
において「土曜日・日曜日のひだまり
ルーム」を4回実施。5月と2月はひだま
りルームを使っての自由遊びと父親の座
談会。11月は花咲ファームでの出前保
育。9月はあいぴあ泉南の指定管理業者
である国際ライフパートナーと共催して
「ふれあい遊び＆0歳からの映画会」を
行った。父親の参加は4回を通じて延べ
49名。父と子で参加する家庭もあった。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
イベントに限らず日常的に父親の参加が
増えているが、座談会など何かを求めら
れると消極的になってしまう人が多い。

(1)父親が地域子育て支援センターに遊びに来て
心地よく過ごすことができるよう、個々に合わ
せたかかわりをする。また父親対象のアンケー
トを行い、今後の事業について検討する。

93
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

文
化
振
興
課
（

図
書
館
）

４か月健診
対象児

○ ○

・４か月児健診対象の親子にブックス
タートを実施（実施率100％）。
・関係機関との連携により、ブックス
タート会場での子育て支援情報提供の充
実を図ることができた。
・ボランティア講座を実施しスタッフの
研修を行った。
・フォローアップ事業として、乳幼児向
けの行事やおすすめ絵本等の情報をのせ
た「図書館絵本だより」を配布し、継続
した情報提供を行った。

〇 ２　予定通り １　十分効果があった

少子化対策の一環として、関係機関と連
携し、継続的な子育て支援事業を行う。
また保護者が気軽に相談できるきっかけ
となるよう、地域の市民ボランティアと
協力して事業を継続する。

（1）引き続き実施する

（2）昨年度の継承

94 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

家
庭
支
援
課

４か月健診
対象児とそ
の保護者

○ ○
関係機関と連携しながらブックスタート
事業に参画。子育て情報の提供や子育て
相談に対応した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

受診するすべての子どもに声をかけるこ
とができるので、地域子育て支援セン
ターにつながるきっかけとして大きな存
在となっている。

子育て支援センター職員と図書館職員、ボラン
ティアスタッフが担当することで、保護者の
ニーズに対応する。

95
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

保
健
推
進
課

４か月健診
対象児

○ ○

【ブックスタート事業】 301    人
　令和6年度４か月児健診受診児全員に
実施。
　内容：ブックスタート養成講座を受け
たスタッフが乳児に絵本を読み聞かせ、
保護者に親子のふれあいの手立てとして
絵本が活用できることを知らせる。
　未受診者には、保健師等が訪問時に実
施する。
　フォローアップ事業として、その後の
定期健診時に「図書館絵本だより」を配
布し、継続した情報提供を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
図書館と連絡調整を行い、ブックスター
ト事業が円滑に実施できるように対応す
る。

（１）４か月児健診において、ブックスタート
事業が充実できるように、図書館と調整する。
（２）フォローアップ事業として、定期健診時
に「図書館絵本だより」を配布。

96 55 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

食育の推進

保
健
推
進
課

食を通して子どもの健やかな心と
体を育てるため、子どもの年齢に
応じて食に関する学習の機会や情
報を提供します。また、生活習慣
病予防などについて、食育指導を
通して推進します。

市民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・泉南市食育推進担当者会議を開催し、
関係機関と進捗状況の確認と情報共有を
実施。
計画策定にともない、新たな指針につい
ても情報共有。
・母子手帳アプリにて、毎月妊産婦や保
護者を対象に、食育の記事を発信。
・

２　予定通り ２　一定の効果があった
各機関の食育担当者は他事業を主とする
職員であるため、機関の食育推進が難し
い現状である。

（１）事務局での検討を重ねる。
（２）計画策定の準備の継続。

52 講座時の一時保育
の充実

一人でも多くの保護者が参加でき
るように、必要に応じて講座時の
一時保育を行います。

53
子育て中の父親の
ネットワークづく
りの推進

父親が子育てに関する相談や父親
同士の情報交換を行う機会をつく
り、子育てに参加する意識を啓発
していきます。

就学前・小
学生・中学
生・保護者

54 ブックスタート事
業の充実

乳幼児をもつ保護者に絵本の楽し
さ・すばらしさを理解してもら
い、幼いころから本に親しむ環
境、親と子の強いきずなを育む環
境の促進に努めます。

12
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

97 56 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

養育支援を目的と
した家庭支援の推
進　（地域子ども
子育て支援事業）

家
庭
支
援
課

児童虐待の未然防止、早期発見・
早期対応ができるよう、また、児
童虐待ケースの場合については遅
延なく対応できるよう、子どもを
守る地域ネットワーク（要保護児
童対策地域協議会）が中心となっ
た地域一体の見守りネットワーク
を構築し、細かな連絡調整を速や
かに実施できる体制づくり、取組
強化を図ります。

養育支援を
必要とする
家庭

○ ○ ○ ○

家事・育児を行うことが困難であり、複
数の支援者がいない、1歳未満の乳児を
養育する家庭に育児ヘルパーを派遣し
た。
・延べ利用時間数　87.5時間
・延べ利用件数　69件
養育支援が必要な家庭に対し、養育支援
訪問事業の実施機関として、訪問支援を
継続的に行った。また、中核機関とし
て、訪問支援計画の策定、対象家庭に対
する関係機関との連絡調整、訪問事業に
よる支援の進行管理を行った。
・進行管理世帯数　66世帯
・進行管理訪問件数　212件

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

育児ヘルパー派遣について、対象者を１
歳未満の子どもがいる家庭に限定してい
たが、つかまり立ちや歩きはじめた時期
以降の大変さを訴える声があった。

（1）対象者を１歳未満から２歳未満の子どもが
いる家庭に拡充し、利用回数について「1回の利
用につき2時間以内を20回」としていたが、1時
間の利用が多かったため、合計30時間とし、利
用しやすいように変更する。
（2）養育支援が必要な家庭に対し、養育支援訪
問事業の中核機関として、訪問支援計画の策
定、対象家庭に対する関係機関との連絡調整、
訪問事業による支援の進行管理を行う。

98 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

家
庭
支
援
課

０歳から１
８歳までの
乳幼児及び
児童

○ ○ ○ ○

ファミリーサポートセンター事業
・会員数：408人
・活動件数：351件
子育て短期支援事業において2歳未満の
児童を9日間児童養護施設において養育
及び保護を行い児童及びその家庭の福祉
の向上を図った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

会員数が少ないと利用会員と協力会員の
需要と供給が合わないことが出てくるの
で、会員を増やす工夫が必要。
・利用時希望時に空きがないなどの理由
で断ることがないように実施したいが、
近隣施設は限られており、契約する施設
を増加することは困難である。

保育所・こども園、幼稚園、学童保育等でのチ
ラシ配布やポスティング、また保健センター
（健診）に出向いてのファミサポ案内を行い、
周知・会員増加につなげる。
府外施設について調査を行う。

99
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

保
育
子
ど
も

課 未就園児 ○ ○ ○
・市内3保育施設で一時預かり事業を実
施。延べ852人の利用があった。定期利
用の家庭が多い。

２　予定通り ２　一定の効果があった
・担当職員の人員確保と情報提供が必
要。

（1）子育てイベント等で一時預かり事業の情報
提供を行い支援を行っていく。

（2）ー

100 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

指
導
課

在園児の中
で保育終了
後も保育を
希望する幼
児

○ ○

子育て支援・就労支援・居場所づくり等
を目的とし、保育終了後に保育を希望す
る幼児に預かり保育を実施した。
学期ごとに預かり保育担当者会議を開催
し、カリキュラムやデイリーの共通理解
を図るとともに、子ども・保護者の情報
共有を行い、かかわりや保育内容につい
て協議した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

引き続き担当者会議を開催し、カリキュ
ラムやデイリーについて共有を図り、子
ども理解を継続して取り組む必要があ
る。

預かり保育担当者会議を開催し、カリキュラム
やデイリーの共通理解を図るとともに、子ど
も・保護者の情報共有を行い、かかわり方や保
育内容について協議する。また、担当者が研修
に参加する等、子ども理解を深める。

101
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

家
庭
支
援
課

子育て家庭 ○
入所、入園受け入れ時にファミリーサ
ポートセンター等の情報提供を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
多様なニーズに対応できる協力会員の確
保。

それぞれの子育て家庭の形態に対応できるよう
会員の確保に努める。

102 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

人
権
推
進
課

市民・事業
所

○ ○ ○
事業所人権推進連絡会会員事業所を対象
に関係機関からの啓発冊子、チラシの配
布等を行い、周知に努めた。

２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続き、ワーク・ライフ・バランスの
普及啓発に関連した活動を推進する

引続き、事業所人権推進連絡会総会後の研修の
実施や大阪企業人権協議会や大阪府商工労働部
からの啓発講座の受講案内を数回行い、受講す
ることにより、普及啓発を行っていく。

103 59 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

男女平等参画社会
の実現にむけた意
識啓発

人
権
推
進
課

固定的な性別役割分担意識を解消
する ため、市民に対する意識啓発
活動を推進します。

市民・事業
所

○ ○ ○

相談員のスキルアップ講座では自身の
ジェンダーバイアスに気づくことをテー
マに講座を実施した。
日時：10/18（金）
場所：泉南市立市民交流センター
内容：「相談業務に関わる方の対応力
アップとエンパワメントの視点」
参加者数：23名

２　予定通り ２　一定の効果があった

施設職員からは「自身のジェンダーバイ
アスに気づくことで、日頃の保護者対応
などを振り返るきっかけになった」との
声があり、引き続き市民や、相談員、市
職員等に広く啓発できるよう内容を検討
する。

（1）今まで以上に市民自らの意思で自主的に参
加してもらえる人が増えるように、また、男女
平等参画に関心を持ち、課題を共有し、動機づ
けを行うため、引き続き講座や啓発事業を行
う。
（2）－

57

不定期な保育需要
への支援　（地域
子ども子育て支援
事業）

子育て短期支援、ファミリー・サ
ポート・センター、一時預かり、
病児・病後児保育を実施・推進
し、就労支援を行います。

58
ワーク・ライフ・
バランスの普及啓
発

保護者個別の家庭事情に沿った、
多様な働き方を支援するため、社
会基盤整備の充実を図るととも
に、地域、企業・事業所、子育て
支援活動を行う団体などとの連携
により、ワーク・ライフ・バラン
スをすべての市民に向けた社会全
体の取組として推進します。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

104 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

人
権
推
進
課

市民 ○ ○ ○

男女平等参画都市宣言啓発講演会では、
戦前戦後のジェンダー差別や様々な人権
問題が描かれた朝ドラ「虎に翼」をテー
マに講演会を実施した。
日時：12/3（火）
場所：泉南市立市民交流センター
内容：「虎に翼の魅力を振り返る～多様
な人権メッセージが織り込まれて～」
参加者数：40名

２　予定通り ２　一定の効果があった

話題のドラマをテーマにしたことで、普
段講座に参加したことのない方にも参加
していただき、男女平等参画に関心をも
つきっかけとなった。今後もより参加者
の増加につながる内容を検討する。

（1）今まで以上に市民自らの意思で自主的に参
加してもらえる人が増えるように、講座や集い
など様々な形で啓発事業を行う。
（2）－

105
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

人
権
国
際
教
育
課

教職員 ○

人権保育教育推進プランに基づき、各学
校園のヒアリングを年２回実施した。年
度初めは各学校園で作成した人権保育教
育推進計画に基づく今年度の取組予定を
聞き、年度末には各学校園の総括、次年
度に向けての課題を出してもらった。
各学校園では、推進計画に基づいて男女
平等教育・保育が進められた。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
人権保育教育基本方針・推進プランに基
づき、各校の取組について、具体的に把
握する必要がある。

（１）要となる取組についての総括を人権国際
教育課に提出してもらうようにする。
（２）一昨年度から5年間をかけて、各中学校区
での人権保育教育の系統性を確認し、取組 の内
容やねらいをそろえていく作業を行っている。
男女平等教育についても、各中学校区で話し
合って確認してもらうように働きかける。

106 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

指
導
課

教職員 ○ ○

人権国際教育課と連携し、すべての教育
活動において、固定的な性別役割分担意
識にとらわれることがないよう継続して
指導した。また、ジェンダー平等の観点
から、日常的に学校環境を点検し、固定
観念にとらわれないような保育内容に取
り組み、保護者への啓発を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
社会の状況を見通しながら、時機に応じ
た様々な人権課題と出会う研修を計画的
に行うことが必要である。

ひとりひとりの気持ちを大切にした活動に取り
組んだり、保護者や教職員等研修の機会を設
け、身近なおとなが固定的な概念にとらわれて
いないか振り返る機会を計画する。

107
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

保
育
子
ど
も
課

児童・保育
者

○ ○

『人権保育・教育推進計画』で、「自分
を大切に」や「ちがいを認め合う」など
の男女平等につながることを確認し、
日々の保育に活かした。また、男女に分
けるような声かけや活動はせず、個性を
大切に過ごせるようにした。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
職員が共通の意識をもち子どもとかかわ
ることができるよう、職員同士で話す機
会がもっと必要。

（１）気になる発言等があった場合は、職員間
で話をする。また、共有すべきことは職員会議
等で発信する。

（２）お話の会等で子どもたちと考える機会を
つくる。日常の職員のかかわりの中で子どもた
ちに男女平等の意識が伝わるようにする。

108 61 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（３）子育てと仕事
の両立支援

「母性健康管理指
導事項連絡カー
ド」の啓発

保
健
推
進
課

主治医などが行った指導事項の内
容を、仕事を持つ妊産婦から事業
主へ明確に伝えるのに役立つカー
ドの啓発を行います。

妊娠届に来
館した働い
ている妊婦

○

妊娠届出時の際、「妊娠届出アンケー
ト」の記入で妊婦の就労状況を把握し、
必要に応じて「母性健康管理指導事項連
絡カード」について情報提供を行った

２　予定通り ２　一定の効果があった
妊娠届の面接の機会に、必要な方に情報
提供することができている。

（１）妊娠届時の面接で、妊婦の就労状況を伺
い、必要な情報提供を行う。
（２）「母性健康管理指導事項連絡力ード」等
の情報提供妊娠届出時に、「母性健康管理指導
事項連絡力ード」他、就労妊婦の健康管理に関
する情報提供を行う。

60 男女平等教育・保
育の浸透

市民一人一人がジェンダーにとら
われることなく共同参画できるよ
う、男女平等教育・保育の推進に
努めます。

14



連番
通
番 基本目標 基本施策 事業名

R
6
担
当
課

事業内容 対象

乳
児

(

0
～

2
歳
）

幼
児

(

3
～

5
歳

)

　
小
学
生

　
中
学
生

　

　

中

学

卒

業

後

の

若

者

(

1

6
～

1

8

歳

)

中
学
卒
業
後
の
若
者

(

1
8
歳
～

)

　
妊
産
婦

　
保
護
者

市
民

　

施

設

職

員

（

教

職

員

・

保

育

士
）

　
そ
の
他

【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

109
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

家
庭
支
援
課

市内の乳幼
児及び児童
のいる子育
て家庭

○

・地域子育て支援センターに利用者支援
専門員を配置し利用者支援事業を実施、
泉南市内の子育て支援事業等の情報集約
と提供を行った。(育児、進路、情報提
供、他機関の紹介等）
・子ども家庭総合支援拠点として、関係
機関と連携を行った。
・専門職に相談できる場を設ける(保健
師、管理栄養士、公認心理師、社会福祉
士）

２　予定通り ２　一定の効果があった
保護者の思いを大切に受け止めながら、
必要な支援を考える。

(1)相談内容に的確に返答できるよう、情報集約
する。専門機関へつなげた方が良い内容に関し
ては、保護者同意のもと、各機関と連携してい
く。

110 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

保
健
推
進
課

乳幼児とそ
の保護者

○ ○ ○ ○

乳幼児健診や育児サロン等の事業、電話
や訪問等を通じて保護者への適切な支
援・情報提供を行った。
こども家庭すこやかセンターを開設
（R6.10）し、母子保健・児童福祉の両
機能が一体的に相談支援を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
相談体制を維持し、切れ目ない子育て支
援を実施している。

（１）相談体制の維持

111
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

指
導
課

児童生徒
保護者　教
職員

○ ○ ○ ○

・保護者が育児について相談できるよう
学校を窓口とした、心理的支援のサポー
トとして、スクールカウンセラーを小中
学校に配置した。
・社会的支援をサポートするスクール
ソーシャルワーカーを各中学校区に配置
した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
昨年同様のスクールカウンセラーとスクール
ソーシャルワーカー人数を確保しより丁寧に対
応を心掛ける。

112 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

青
少
年
セ
ン
タ
ー

小中学生・
中学卒業後
の若者・保
護者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相談事業についてのマニュアルは年度当
初の会議で共有している。保護者とのや
りとりや、こどもの様子等については、
常日頃から職員間で共有し、見守りや相
談支援をおこなっている。

２　予定通り １　十分効果があった

個別対応が中心になるため、個人に係る
部分が多く、そのためその点については
気を付けて情報共有を行っていく必要が
ある。

(1)今後も継続して、情報共有を行っていく。ま
たスキルアップのための研修等に参加した際
は、そのあたりの共有も行っていく。

(2)必要な事象については、関係機関とも情報共
有をおこない、こどもを中心とした連携を強化
していく。

113
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

人
権
推
進
課

市民 ○ ○ ○

●女性相談（面接）実施（95件）。
●女性のための電話相談実施（52件）。
●泉南市配偶者からの暴力防止連絡会の
開催

２　予定通り ２　一定の効果があった

電話相談、女性相談ともに新規の相談者
が増えるよう今後も相談窓口の周知・啓
発を工夫する。また、DV事案について、
庁内関係部署との連携に努める。

（1）公式ラインによる周知のほか、公共施設の
女子トイレにチラシを配架するなど、周知方法
を工夫する。
（2）困難な問題を抱える女性の支援を行うた
め、女性相談支援員の採用に努める。

114 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

家
庭
支
援
課

0歳から18
歳までの乳
幼児及び児
童とその保
護者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24時間対応の全国共通の児童相談所虐待
対応ダイヤル「189」等の周知を広報や
ホームページでおこなった。また、相談
者には、チラシ等で直接周知した。児童
虐待防止推進月間にティッシュ配布する
等して市民啓発をおこなった。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 引き続き様々な機会や媒体で紹介をする

（1）必要に応じてチラシ等をポストインし啓発
する。
（2）勤務時間外に児童虐待の通告等があった場
合、夜間警備員から24時間対応の全国共通の児
童相談所虐待対応ダイヤル「189」を案内する。
児童虐待防止推進月間に周知を強化的に行う。

115
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

指
導
課

児童生徒 ○ ○

学校の相談窓口や、府教育センターが運
営する「すこやか教育相談24」、民間支
援機関と連携した「被害者救済システ
ム」等の相談窓口を児童・生徒・保護者
及び教職員に引き続き周知した。周知の
方法として、学校内での常時掲示や学期
ごとに児童・生徒・保護者へ案内をし
た。

２　予定通り ２　一定の効果があった 引き続き、相談窓口の啓発・広報に努める。

63

62 相談体制の整備

保護者が迷わず相談ができるよ
う、ワンストップの相談体制を検
討するとともに、専門性をともな
う相談については、各種相談窓口
にて遅滞なくつなぎ、きめ細やか
な相談ができるように体制を整備
します。
特に、転入した市民に対する市内
子育て支援事業の案内や、乳幼児
健診時の面談など、子育て不安が
高い時宜をとらえ、切れ目ない子
育て支援を実現していきます。

２４時間相談窓口
（子ども相談ダイ
ヤル）の紹介

虐待やいじめなどに対する、子ど
ものための子どもの悩みの相談窓
口の啓発・広報に努めます。

15
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

116 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

家
庭
支
援
課

市民及び関
係機関代表
者・実務者

○ ○

子どもを守る地域ネットワーク（要保護
児童対策地域協議会）の機能の中で、子
ども及び家庭を取り巻く子育て支援の環
境づくりを推進した。
・相談対応件数約12000件(未確定、確
定後改めて報告します。）

〇 １　予定以上 ２　一定の効果があった
引き続き子ども及び家庭を取り巻く子育
て支援の環境づくりを推進する。

（1）泉南市こども家庭すこやかセンターの適切
な運営を行う。
（2）子ども自身や子育て支援家庭の相談機関と
して今以上の周知を図る。

117
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

保
育
子
ど
も
課

児童　保護
者　保育者

○ ○ ○ ○

・子どもを守る地域ネットワークの運営
調整事務局会及び、実務者会議に参加
し、情報共有や支援についての確認を
行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

・支援の必要な家庭が増加しているの
で、いろんな機関が集まる会議や部会等
で、支援のヒントになるような情報を得
られるようにしていく。

（１）各施設から支援の必要な家庭の情報を収
集し、必要に応じて検討会を行う。

（２）検討会に様々な職種の方に参加をお願い
し、多方面から助言をもらえるようにする。

118 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

指
導
課

児童生徒
保護者　教
職員

○ ○ ○ ○ ○

・子どもを守る地域ネットワークの運営
調整事務局会及び、実務者会議に参加
し、各校園所や専門家と情報共有や支援
についての確認を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

子どもを守る地域ネットワークに引き続き参加
し、専門家などからの多方面から指導助言いた
だき、引き続き子ども及び家庭の支援に努め
る。

119
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

保
健
推
進
課

市民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
事務局構成機関として会議の運営等に取
り組んだ。

２　予定通り ２　一定の効果があった
運営事務局会の構成機関のさらなる連携
強化を図る。

（１）運営事務局会の構成機関のさらなる連携
強化を図る、事務局として会議等に参加
（２）法律等の改正を踏まえ、要綱を基に各部
会（教育支援・子育て支援・発達支援・子ども
虐待防止部会）で連携しながら支援を実施す
る。

120 65 Ⅱ　子育て家庭を支援
する仕組みづくり

（４）育児不安の軽減
と児童虐待防止への支
援

子ども家庭総合支援
拠点の整備

家
庭
支
援
課

市内在住の子ども及び妊産婦やそ
の家庭を対象とし、幅広い情報収
集を行い、家庭その他からの相談
に応じ、適切な支援を行う拠点の
整備及び運営を行います。

0歳から18
歳までの乳
幼児及び児
童とその保
護者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子どもや妊産婦、子育て家庭に対し、包
括的な支援をより一層推進することを目
的に、令和6年10月に泉南市こども家庭
すこやかセンターを設置した。
 専用フリーダイヤルをツールとした相
談対応を実施（利用0件）
 メールや手紙等をツールとした相談対
応を実施（利用0件）
これらの子どもの相談機関について、市
内小中学校全児童に毎学期末に周知チラ
シを配布、また公民館等の公的機関に配
架し、市立小中学生や高校生以上への周
知を図った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
フリーダイヤルや、手紙をツールとした
子ども相談は、市内の全小中学校全児童
にチラシを配布したものの利用がなかっ
た。

（1）11月のオレンジリボンキャンペーン時に市
内の中学校へ相談員が出向き、フリーダイヤル
や、手紙をツールとした子ども相談について周
知する。
（2）母子保健機能と切れ目のない一体的支援を
行うことについて、今後も様々な機会を通じて
の周知する。

121 66 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

ＤＶ防止法、児童
虐待防止法などの
学習と啓発

人
権
推
進
課

DV 防止法、児童虐待防止法などを
広く 一般市民に知ってもらうため
に広報・ 啓発を行います。

児童 ○ ○

11月の「女性に対する暴力をなくす運動
（パープルリボン）」において、市役所
ロビー、図書館で啓発ツリー、パネルを
展示し、のぼり、懸垂幕の掲示を行っ
た。JR和泉砂川駅で駅頭啓発を実施し、
子育て支援センター、保健センターでは
啓発物の配布を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
DV 防止法、児童虐待防止法などを広く
一般市民に知ってもらうために引き続
き、広報・啓発を行う。

（1）今年度はイオンモールりんくう泉南にて、
啓発ツリー、パネルを展示する。また、運動期
間中にイオンにて啓発物を配布する。
（2）－

122 67 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

ハイリスクを理由
とする保育の実施

保
育
子
ど
も
課

児童虐待などのハイリスクを理由
とし た保育所入所を推進します。

市民 ○ ○
・家庭児童相談室と連携しながら、ハイ
リスク児童の優先入園を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

・在籍園ができたことで、見守りや怪我
等の早期発見にはつながっているが、欠
席や遅刻等の多い家庭も多い。また、支
援の難しい家庭もあり、園が対応に苦労
しているケースもある。

（1）家庭児童相談室と連携をとりながら支援方
法を考えていく。

（2）ー

123 68 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

児童虐待の通告義
務などの市民啓発

家
庭
支
援
課

児童虐待に関するシンポジウムな
どの開催や市広報誌・ホームペー
ジなどで市民啓発に努めます。

市民・関係
機関

○ ○ ○

児童虐待防止推進月間に、「オール大
阪」一斉取組としてオレンジジャンパー
を着用、のぼりの設置、JR和泉砂川駅前
を始めとした公共機関でのティッシュ配
布等、オレンジリボンキャンペーンを実
施し市民啓発した。また、これら取組み
が地域情報誌に掲載された。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 引き続き様々な機会や媒体で啓発を行う

（1）ティッシュ配布による市民啓発を場所を変
えて効果的に行う。
（2）パープルリボンキャンペーン等と連携し、
オレンジリボンキャンペーンを実施することで
啓発の効果を向上する。

124 69 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（４）育児不安の軽
減と児童虐待防止へ
の支援

健診未受診家庭へ
のフォローの充実

保
健
推
進
課

未受診者に対して、訪問や電話な
どによる受診奨励、または必要に
応じた保健指導などのフォロー体
制の充実を図ります。

乳幼児とそ
の保護者

○ ○ ○ ○

未受診者対応（4か月児健診 9人、1歳6
月児健診 7人 3歳6か月児健診20人）
府の対応マニュアルに準じて、健診未受
診者対応を行った。訪問等で時の状況確
認を行い必要に応じた支援を実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

乳幼児健診において、引き続き全数把握
に努める。未受診の状況を把握し、支援
の必要な家庭には連携して支援を実施す
る。

（１）法律等の改正を踏まえ、要綱を基に各部
会（教育支援・子育て支援・発達支援・子ども
虐待防止部会）で連携しながら支援を実施す
る。
（２）運営事務局会の構成機関のさらなる連携
強化を図る。

64

泉南市子どもを守
る地域ネットワー
ク（地域子ども子
育て支援事業）

要保護児童地域対策協議会を含
む、要支援・要保護児童の支援に
資する事業を、本市に適した形態
に体制整備・運営・推進すること
で、より広く支援が届くよう努め
ます。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

125 70 Ⅱ　子育て家庭を支援
する仕組みづくり

（５）子どもの未来の
ための支援

子どもの未来を応援
する拠点（ネット
ワーク）づくり

家
庭
支
援
課

子どもの居場所づくりを基本とし
ながら、学びの場や多世代交流、
子ども食堂など、多様な機能を備
えた拠点（ネットワーク）づくり
を検討します。

子ども食堂
運営事業
者・市民

○ ○

子どもの居場所として「子ども食堂」を
実施する団体をネットワークとして9団
体登録した（2団体増加）。ネットワー
ク登録団体が運営する子ども食堂８か所
の運営に係る費用の一部を補助した。
ネットワーク登録団体相互の連携等を図
るため、交流会を１回開催した。
また、子ども食堂に関する情報提供や、
子ども食堂の周知のため、チラシの配
架・HPへの掲載の他「泉南市子育てガイ
ドブック」に掲載した。

〇 ３　予定をやや下回る ２　一定の効果があった

物価高騰が続き、子ども食堂運営費が増
加する中、継続的な子ども食堂の実施。
子どもの権利についての研修はできな
かった。

（1）物価高騰に対する上乗せの補助金を交付す
る。
（2）子ども食堂運営団体に子どもの権利につい
て研修する。

126 71
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

ひとり親家庭の支
援

家
庭
支
援
課

ひとり親家庭の生活の安定を図る
ため、それぞれの家庭の状況に応
じ、経済的自立に向けての就労支
援などに努め、日常生活の支援に
も取り組みます。
大阪府母子・父子・寡婦福祉金の
貸付制度や高等職業訓練促進給付
金等事業、自立支援教育訓練給付
金事業の支援により生活の負担軽
減に取り組みます。

市民 ○

ハローワークや企業と連携をし就労支援
に努め、プログラム策定により27件の支
援を実施した。　大阪府母子・父子寡婦
福祉資金の貸付相談が17件あり情報提供
を行った。高等職業訓練促進費と教育訓
練給付金の相談件数が15件、このうち生
活費の支給者6件、教育訓練給付金の受
講費の一部支援を2件行った。

２　予定通り １　十分効果があった

高等職業訓練促進費については、専門学
校への合格者に支給するため、合格率に
より変動があるため、予測できないこと
が多い。

相談時等に情報提供をするとともに、パンフ
レット等の配付を行う。

127 72 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

ひとり親家庭のた
めの相談事業・情
報提供の充実

人
権
推
進
課

さまざまな人間関係、育児や家庭
内の問題などで悩んでいるひとり
親家庭の親へ向けた相談事業を推
進し、各種制度の情報提供に努め
ます。

市民 ○ ○ ○

●女性相談（面接）実施（95件）。
●女性のための電話相談実施（52件）。
●泉南市配偶者からの暴力防止連絡会の
開催

２　予定通り ２　一定の効果があった

電話相談、女性相談ともに新規の相談者
が増えるよう今後も相談窓口の周知・啓
発を工夫する。また、DV事案について、
庁内関係部署との連携に努める。

（1）公式ラインによる周知のほか、公共施設の
女子トイレにチラシを配架するなど、周知方法
を工夫する。
（2）困難な問題を抱える女性の支援を行うた
め、女性相談員の採用に努める。

128 73 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

生活困窮者の自立
支援

生
活
福
祉
課

主に経済的に困窮する者に対し自
立・就労に向けた様々な支援サー
ビスを総合的、一体的に提供する
ことにより自立を促進します。

生活保護に
至る前段階
の生活困窮
者で、現に
最低限度の
生活を維持
できなくな
るおそれの
ある者。

○

生活困窮者自立相談支援事業の実施
新規相談　221件
住居確保給付金
申請者受付及び支援実施　5件
就労準備支援事業
9人
子どもの学習支援事業の実施
週1回学習会を実施
高等学校進学率100％

２　予定通り ２　一定の効果があった 周知広報を続けていく必要がある。 様々な支援機関との連携や活動を推進する。

129 74 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

児童手当の支給

家
庭
支
援
課

中学校修了前の児童を養育してい
る方 に支給します。

中学校卒業
までの児童
の養育者

○ ○ ○ ○ 延べ　84,428人に手当てを支給 ２　予定通り １　十分効果があった

マイナンバーによる年金確認がエラーに
なるケースがあり、受給者に確認が必要
となる（保険証が変更されて、年金が変
更されても受給者の届出がなければ確認
できない）。

児童手当法に基づき、対象者に手当を支給する
ものである。

130 75 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

児童扶養手当の支
給

家
庭
支
援
課

ひとり親家庭などで、18 歳に達し
た年 度末までの児童を養育してい
る方に支給します。

離婚等によ
り、父また
は母と生計
を同じくし
ていない児
童を監護す
る母又は
父、父又は
母に代わっ
てその児童
を養育する
養育者

○ ○ ○ ○ ○
延べ児童数：5,526人
児童扶養手当給付費：243,815,110円
対象者に手当を支給

２　予定通り ２　一定の効果があった
児童扶養手当法に基づき、対象者に手当
を支給するものである。

児童扶養手当法に基づき、対象者に手当を支給
するものである。

131 76 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

就学援助費の支給

教
育
サ
ー

ビ
ス
課

お子様の教育費の面で困難を感じ
られているご家庭に就学に必要な
費用の一部を援助します。

市内小中学
校に在籍し
ている児童
生徒及び保
護者

○

学用品費、修学旅行費、給食費等の一部
を支給した。
小学校　54,482,939円（736人）
中学校　34,950,268円（428人）
お知らせ及び申請書の一部を分かりやす
く変更した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 申請書の記載に不備がある
（1）保護者に配布するお知らせと申請書を見直
す。

132 77 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

特別支援教育就学
奨励費の支給

教
育
サ
ー

ビ
ス
課

特別支援学級に在籍するお子様が
いるご家庭の経済的負担を軽減す
るため、就学に必要な費用の一部
を援助します。

市内小中学
校の特別支
援学級に在
籍している
児童生徒及
び保護者

○

学用品費、修学旅行費、給食費等の一部
を支給した。
小学校　5,964,789円（142人）
中学校　3,036,678円（44人）
お知らせ及び申請書の一部を分かりやす
く変更した。

２　予定通り ２　一定の効果があった 申請書の記載に不備がある
（1）保護者に配布するお知らせと申請書を見直
す。

133 78 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

子どもの医療費の
助成

家
庭
支
援
課

子どもの医療費について、現行の
対象（入通院医療費:0歳～18歳に
達した年度末）への助成を実施し
ます。

18歳年度末
までの児童
等
医師が入院
加療を必要
と認めた未
熟児

○ ○ ○ ○ ○

0歳～18歳到達後の年度末までの子ども
に係る医療費のうち、一医療機関500円
/日、月2回を自己負担の限度とし、それ
を超える額の補助を行った。
院外調剤薬局での自己負担はなし。
複数の医療機関を受診した場合の月額上
限額は、2,500円。
令和5年4月1日より対象年齢の拡充を
行った。

２　予定通り １　十分効果があった 国や府への補助金・交付金の要望する。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

134 79
Ⅱ　子育て家庭を支援
する仕組みづくり

（５）子どもの未来の
ための支援

ひとり親家庭の医療
費の助成

家
庭
支
援
課

ひとり親家庭の経済的負担を軽減
するため、医療費の一部を助成し
ます。

ひとり親家
庭の母又は
父、及び生
計を同じく
する児童
（18歳の年
度末まで）

○ ○ ○ ○ ○

ひとり親家庭の親と18歳到達後の年度末
までの子どもに係る医療費のうち一医療
機関500円/日、月2回を自己負担の限度
とし、それを超える額の補助を行った。
院外調剤薬局の自己負担はなし。
複数の医療機関を受診した場合の月額上
限額は2,500円。

２　予定通り １　十分効果があった
11月の医療証更新期間に来庁できない方
が一定数あり。更新するまでに数か月か
かるケースもあり。

（1）未更新の方に、催促の通知書を送付。

（2）電話にて更新手続きを促す。

135 80 Ⅱ　子育て家庭を支援
する仕組みづくり

（５）子どもの未来の
ための支援

実費徴収に係る補足
給付費の交付
（地域子ども子育て
支援事業）

保
育
子
ど
も
課

新制度未移行幼稚園に通う子ども
世帯で、低所得世帯及び第3子以降
の子どもがいる世帯に、副食費の
実費徴収分の一部を補助します。

子ども及び
保護者

○ ○

新制度未移行園に通う子ども世帯のうち
対象の世帯に副食費の実費徴収分の一部
補助を行った。
Ｒ6年度151件

２　予定通り ２　一定の効果があった

・新制度未移行園という用語自体の認知
が十分ではない。新制度未移行園が何か
の認知がなければ、それに対しての制度
の周知を行っても効果が薄いように感じ
ている。

（1）制度についての周知の場に、新制度未移行
園とは何かの、簡易的な説明を載せる。

（2）ー

136 81
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

進路選択支援事業
の実施

指
導
課

高校・専門学校への進学に際し、
経済的に困難を感じている家庭へ
奨学金の案内を行います。

生徒及び保
護者

○ ○

市の人権協会と各中学校の進路担当と連
携し、高校等への進学に際し、必要とす
る方が必要とされる支援が受けられるよ
う、市のwebページ等へ相談窓口を掲載
するなど周知を行った。
また、中学校が奨学金の案内を家庭に周
知できるよう、中学校に必要な情報を提
供した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
必要な情報を漏れなく提供するために、
学校現場にさらなる周知を継続して進め
る必要がある。

市の人権協会と各中学校の進路担当、奨学金担
当と連携し、高校等への進学に際し、必要とす
る方が必要とされる支援が受けられるよう、市
のwebページ等へ相談窓口を掲載するなど周知を
行う。
また、中学校が奨学金の案内を家庭に周知でき
るよう、中学校に必要な情報を提供する。

137 82 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

特別児童扶養手当
の支給

障
害
福
祉
課

20歳未満の政令に規定する障害の
状態にある児童を養育している方
に支給します。

20歳までの
障がい児を
監護してい
る父母等

○ ○ ○ ○ ○ ○
大阪府の支給決定に基づき資格審査など
支給までの一連の業務を行い、特別児童
扶養手当の支給を実施。

２　予定通り ２　一定の効果があった 法令に基づき、適正に実施する。
（１）法令に基づき、適正に実施する。

（２）―

138 83 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（５）子どもの未来
のための支援

母子生活支援施設
への入所

家
庭
支
援
課

18歳未満の児童を養育している母
子家庭の母親が生活上のいろいろ
な問題のため児童の養育が十分で
きない場合、その母親および児童
を母子生活支援施設に入所させ保
護します。

DV被害等を
受け、監護
すべき18歳
未満の子ど
もを養育し
ている場合
の母子

○ ○ ○ ○ ○ ○

DV被害者の相談は27件あり、そのうち
一時保護に至ったケースが0件、その後
住宅設定になったため、母子生活支援施
設の入所には至らなかったが母子家庭の
経済的・精神的負担の軽減を図った。

２　予定通り １　十分効果があった

DV被害者で一時保護されないケースは、
安全な場所で自立するための支援が必要
であるが、児童の学校等の関係で加害者
との距離が近い場合もあり、被害が及ば
ないよう機関とも連携しながら安全の確
保が必要である。

必要とされるDV被害者が、安全に避難できよう
にニーズにあった対応を行う。
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Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

人
権
国
際
教
育
課

子
ど
も
政
策
課

子ども・保
護者・教職
員

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①各学校園での子どもの権利学習の充実に
向けて、校園長会や担当者会において、周
知する。

②広報に「シリーズ子どもの権利」毎月掲
載

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
「子どもの権利に関する条例」について
は、学校園ごとに理解や浸透の度合いに
違いが見受けられる。

（１）各学校園での子どもの権利の日に向けた
学習を冊子にして配っていくことで、他の学校
園での取組を参考にできるようにし、取組を推
進する。

（２）子ども参加の視点での取組が浸透してい
くよう、様々な機会に取組の好事例等を伝えて
いく。
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Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

人
権
推
進
課

市民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゆうてみぃ（YOU TO ME）サポーター養
成講座（連続4回）を前期（6、7月）後
期（１、２月）に実施し、子どもの権利
についての知識を深める取り組みを行っ
た。（述べ参加者数96名）

２　予定通り ２　一定の効果があった

令和2年度から令和6年度の5年間にわ
たって、ゆうてみぃ(YOU TO ME)サポ-
ターの養成講座を実施した結果、43名の
サポーター登録につながった。今後はこ
のサポーターを子どもの権利の推進を担
う人材としてどのように位置づけるかが
課題である。

今後立ち上げる予定のせんなん子ども支援ネッ
トワークの一員としてゆうてみぃ(YOU TO ME)サ
ポーターが位置づくよう、また、新しくできた
子どもの権利救済委員会の広報、推進ができる
ようサポーターに、定期的な情報提供を行う。
（救済委員会のちらし、ニュースレター、研修
会、報告会の案内等）
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Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

家
庭
支
援
課

市内の乳幼
児のいる子
育て家庭

○ ○ ○

・赤ちゃん教室の１講座として、人権国
際教育課及び子ども政策課職員が「子ど
もの権利」の講座＆グループワークを
行った。23人
・子育て講座にて子ども政策課職員が
「毎日の生活の中には子どもの権利があ
ふれている～子どもの言葉・表情・態度
すべてが子どもの意見表明」のタイトル
で人権についての講座を実施。8人

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
講座のタイトルに人権や権利という言葉
があると、保護者からは難しい勉強の話
ととらえられがちで申し込みが少ない。

（１）研修の周知を行う際に、具体的にどんな
話をするのかわかるように伝え参加を促す。
（２）各施設の職員の意識向上を図る。
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Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

保
育
子
ど
も
課

子ども・保
護者・保育
者

○ ○ ○ ○

・３～５歳児に子どもの権利学習を実
施。（11月に1回ずつ）各歳児に合わせ
て絵カード、スライド、寸劇を通して学
び、他クラス担任も参加した。「泉南市
子どもの権利の日」当日に、園内放送で
子どもの権利に関して伝え、各クラス担
任が話をした。
・子どもの権利に関するチラシやポス
ター、絵本を玄関のエントランスや保育
室に掲示したり、園だよりで保護者に周
知した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
職員の人権意識を高め、子どもの権利が
保障された保育を今後も進めていきた
い。

（１）会議の中で子どもの様子や権利学習につ
いて共有し、職員が日常から権利を意識して子
どもと接するようにする。

（２）子どもの権利学習の内容は子どもの実態
をふまえて考え、それぞれが自分ごととして考
えられるようにする。また、担任以外の職員も
権利学習に参加したり、会議で権利学習の内容
を共有したりする。
保護者には「子どもの権利について」「権利学
習の様子」をおたより等で発信し、権利学習
コーナーにて関連絵本等を展示する。

84
「子どもの権利に
関する条例」の普
及・推進

「子どもの権利に関する条例」の
広報・教育活動を実施し、普及を
図るとともに、子どもの権利の実
現を目指して条例の推進を行いま
す。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。
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Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

青
少
年
セ
ン
タ
ー

小中学生 ○ ○
「こどもスタッフ」や「みんな仲よし会
議」等、こどもの意見を尊重した取組を
多数実施することができた。

〇 ２　予定通り １　十分効果があった

これまで以上にこどもたちが意見を表明
したり表現したりすることができるよ
う、その機会を増やしていく必要がある
と考える。

(1)本年度より、「みんな仲よし会議」「こども
スタッフ会議」を概ね月1回開催し、やりたいこ
とが尊重できる仕組みをつくる。

(2)日常でのこどもたちからの発信を大事にし、
こどもたちの意見表明につながるよう、傾聴・
共感の姿勢で関わりを続けていく。

144
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

人
権
国
際
教
育
課

子ども・教
職員

○ ○ ○ ○

人権保育教育基本方針・推進プランを基
にした、各学校園の人権保育教育推進計
画立案を促進。各学校園で人権保育教育
の取り組みの事前研修や研究保育授業に
おいて指導助言を行った。
人権保育教育の研究推進のための、予算
を確保し、講師の派遣に協力。人権保育
教育の実施状況について年2回のヒアリ
ングを実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

人権保育教育推進計画を策定してはいる
ものの、その計画に沿った取組を十分に
展開できていない学校園も見受けられ
る。

（１）年度初めの各学校園ヒアリングや担当者
会において、推進計画に基づく取組の実施を働
きかけるとともに、校内での活用促進につなが
るような定期的な情報共有が必要と考えてい
る。

145 86
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

せんなん子ども会
議の実施・推進

人
権
国
際
教
育
課

子どもの意見表明と参加の権利を
保障し、子どもたちが市に対して
提言できる場として、条例に基づ
いて設置されている「せんなん子
ども会議」を継続発展させていき
ます。

小学校4年
生から18歳

○ ○ ○

5月から毎月1回子ども会議を実施し、
「こどもにやさしいまち」をめざして自
分たちが取り組みたいことを出し合い、
活動内容を決めて活動してきた。令和６
年度は不用品を集めたフリーマーケット
や子どもの権利に関するクイズラリーを
行った。

〇 １　予定以上 １　十分効果があった

子どもがより主体的に参加し、自らの意
見を表明できる場の設定を行いたい。ま
た、行政各課とも協力し、子どもの声を
まちづくりにいかす仕組みとしてさらに
取組を発展させていきたい。

（２）今年度も昨年度同様、子どもたちが意見
を出し合いながら活動内容を決めていきたい。
また、子どもたちの意見がまちづくりに反映さ
れるように、行政各課にはたらきかけていく。

146 87
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

いじめ・不登校な
どへの支援体制づ
くり

指
導
課

教育相談体制の充実、教育支援セ
ンター、学校・家庭・地域・関係
機関の連携などの取組を進めると
ともに、適応指導教室の整備を進
め、不登校児童生徒への支援を推
進します。

支援を必要
とする児童
生徒

○ ○ ○

月例報告をもとに各校の不登校担当者と
欠席者の状況の確認を定期的に行い、不
登校の早期発見・早期対応に努めた。ま
た、状況に応じて教育支援センターや校
内教育支援ルームにつなぐことで不登校
児童生徒への支援を推進した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

・子どもの安心・安全の居場所づくりとして、
校内教育支援ルームを市内小中学校に開設す
る。
・子どもからの訴えを受け止めるために、学期
に一回のいじめアンケートを実施。また他課と
も連携し、せんなん子ども相談フォームの活用
を推進する。
・教育相談体制の充実、教育支援センター、学
校・家庭・地域・関係機関の連携がより一層進
めることができるよう研修等を行う。

147 88
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

子どもの権利に関
する学習の充実

人
権
国
際
教
育
課

子どもの権利に関する積極的な教
育啓発に取組み、子どもが権利の
主体としての知識・スキル・態度
を身につけられるよう支援しま
す。

子ども・教
職員

○ ○ ○ ○ ○

各学校園が作成している人権保育教育推
進計画に基づき、子どもの権利に関する
学習を進めてもらうよう校園長会で依頼
をし、取組の内容を集約した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

子どもの権利に関する学習は、年度を重
ねるごとに着実に充実してきている。今
後は、小中一貫教育の枠組みの中で、中
学校区ごとに内容の一貫性を確保すると
ともに、子どもの意見表明を軸とした学
びへと発展させていくことが求められ
る。

（１）人権教育担当者会において、個別人権課
題の領域ごとに、中学校区での系統性を意識し
た学習内容の統一を進めていく。令和4年度～令
和8年度の中で、毎年度1領域ずつ進める予定。
今年度はその４年目。
（部落問題・男女平等・在日外国人多文化共
生・障害理解・子どもの権利の5領域）
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Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

家
庭
支
援
課

○ ○ ○ ○

 ・専用フリーダイヤルをツールとした
相談対応を実施（利用0件）
  ・メールや手紙等をツールとした相談
対応を実施（利用0件）
　・これらを含む子どもの相談機関につ
いて、市内小中学校全児童に毎学期末に
周知チラシを配布、また公民館等の公的
機関に配架し、市立小中学生や高校生以
上への周知を図った。

〇 ２　予定通り ３　あまり効果がなかった

フリーダイヤルや、手紙をツールとした
子ども相談は、市内の全小中学校全児童
にチラシを配布したものの利用がなかっ
た。

（１）11月のオレンジリボンキャンペーン時に
市内の中学校へ相談員が出向き、フリーダイヤ
ルや、手紙をツールとした子ども相談について
周知する。
（２）フリーダイヤルや、手紙をツールとした
子ども相談について、市内の全小中学校全児童
にチラシを配布する

149
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

指
導
課

○ ○

府教育センターが運営する「すこやか教
育相談24」、民間支援機関と連携した
「被害者救済システム」等の相談窓口を
児童・生徒・保護者及び教職員に引き続
き周知した。周知の方法として、学校内
に常時掲示することや毎学期ごとに児
童・生徒・保護者への案内をした。

２　予定通り ２　一定の効果があった
電話・メール・LINE、子どもがいざというときに
アクセスするきっかけになるよう、配付方法や
チラシの掲示場所を工夫する。

150 90
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（１）子どもの人権
の尊重

人権啓発事業

人
権
推
進
課

市民との協働のもと、さまざまな
人権課題について啓発活動を推進
することにより、市民の人権意識
の高揚を図り、すべての人の人権
が尊重される社会の実現を目指し
ます。

市民 ○ ○ ○ ○

災害時の避難所などで笑顔をなくしてい
く子どもたちの生き抜く力になる”笑
顔”になるため、子どもたちが日頃食べ
ているお菓子で防災の意識を啓発し、家
族が災害について話すきっかけを作る。

２　予定通り ２　一定の効果があった

参加者からは子どもと一緒に講座を受け
ることができてよかったとの評価があ
り、一定の効果はあったと考えるが、人
員の確保が課題であった。

（1）今後も様々な啓発手法の検討を行う。

89 子どもの相談窓口
の情報提供

大阪府が実施する子ども相談な
ど、関係機関が行っている子ども
のための電話相談などの啓発を図
ります。

市民及び関
係機関

85 子ども参加型まち
づくりの推進

子どもがかかわる事業において、
子ども自身が企画・運営に参画す
る機会を設けるなど、子どもたち
が社会の一員として積極的に参加
する取組を推進します。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

151
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

○

各園で実施する園内研修会及び園内人権
研修会に(各園の要請により)指導主事が
参加し、資料を提示したり助言等を実
施。

２　予定通り ２　一定の効果があった
研修の充実を図り、教職員等子どもに関
わる職員の資質向上に継続して努める必
要がある。

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（10
の姿）を意識した保育・教育を行いながら子ど
もの生きる力を育む。また、公開保育や研修会
などを通して意見交流を行い、保育・教育の質
の向上を図る。

152
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

○

・Webやコドモンの研修に参加し、内容
を保育に反映させ実践力を高める。
・公開保育や　実践報告、研修等を通し
て意見交流を行う。
・行事についてはカリキュラム、職員会
議で、意見を出し合い子どもの最善の利
益を意識し取り組む。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

なるにっこ認定こども園での経験年数の
少ない職員が多く会議の報告だけではイ
メージや　大切にしていることなどが共
有できていないことも多い。

（１）全体の行事についてはねらいや目的、タ
イムテーブル、内容を紙ベースで職員に配布し
共通確認しながら充実を図る。

（２）研修のレジメや感想など回覧して共有す
る。

153
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

人
権
国
際
教
育
課

指
導
課

○

研究保育・園内研修・園内人権研修への
参加と指導助言を行い、また他校園所と
連携したカリキュラム会議への参加と共
同研究を行った。

１　予定以上 １　十分効果があった
教職員向けの研修等について、広く参加
者を募り、より効果的な研修を実施す
る。

（１）毎年度実施している講座については、子
ども・保護者・地域の実態に則したものとする
ことで職員の指導力の育成を図る。

154
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

○

・園内研修を実施。その他市内外の関係
機関案内の研修会に、受講できる範囲で
参加した。（人権指導者育成講座、子ど
もを守る地域ネットワーク各部会、泉南
市人権教育研究協議会、ちゃいるどネッ
ト人権保育講座など）
・府幼児教育アドバイザー研修、１０年
目研修、新規採用研修に参加
・オンライン研修システムを利用しての
研修受講（130講座）

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

経験年数の差があり、それぞれに必要な
研修内容を充実させたい。
受講できる範囲で参加しているが、参加
率を上げ、共有する時間などを増やす。

（１）園内研修については園長、人権担当、主
幹保育教諭と現場で何が必要か話し合い計画を
立てる

（２）研修内容によっては視聴職員を増やし内
容を共有する

155
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

○

大阪府国公立幼稚園・子ども園長会が実
施する保護者による保育に関するアン
ケートを実施した。
より豊かな保育実践をめざして『自己評
価のためのチェックリスト』の使用後、
分析と協議を行った。また、 学校協議
会を開催し、幼稚園の取り組み等につい
て周知、意見交換等の取組を継続して実
施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続き、研修の充実を図り、教職員の
資質向上に努める必要がある。

大阪府教育センターにおける幼児教育アドバイ
ザーの育成と幼児教育アドバイザーフォロー
アップ研修や公開保育等による職員研修をとお
し、職員の資質向上を図る。また、保幼こ小連
携推進会議による小学校との連携推進や授業公
開、公開保育による職員の意見交換、相互参観
による職員の資質向上に努める。

156 93
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（２）就学前の子ども
の学び・育ちへの支援

幼児教育・保育施設
での国際交流の推進

人
権
国
際
教
育
課

幼児教育・保育施設等に外国人の
ＣＩＲ等を派遣し、就学前から小
中学校に接続する国際交流を実施
します。

幼稚園・保
育所・保育
園・認定こ
ども園・支
援センター
等の職員

○ ○

公立幼稚園2園や市内にあるこども園・
保育園等就学前施設に定期的に国際交流
員（CIR）を派遣し、ペルーやフィリピ
ン、中国、アイルランドの文化を紹介し
たり、遊びや歌などで国際交流活動を
行った。

〇 １　予定以上 １　十分効果があった
幼稚園・保育施設等との連携を深め、よ
り効果的な取組にしていきたい。

（１）今後も市内就学前施設に周知を行い、継
続的に国際交流員派遣することで、幼児期から
異文化に触れることを通して、国際交流を推進
する。

157
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

人
権
国
際
教
育
課

○

人権保育基本方針・人権保育推進プラン
を基にした、各園の人権保育推進計画立
案を促進。各園での人権保育研究の助言
を行った。
人権保育の研究推進のための、予算を確
保し、講師の派遣に協力。人権保育の実
施状況について年2回のヒアリングを実
施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
幼稚園・保育施設等との連携を深め、より
効果的な支援を行う。

（１）人権保育推進のための予算を引き続き確保
し、出会いを通した人権保育の実践を進められるよ
うにする。

（２）改訂した人権保育教育基本方針・人権保育教
育推進プランを基にした各園の人権保育推進計画作
成や人権保育の取組に対する助言を行う。

158
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

○ ○ ○ ○

・年度はじめに人権推進会議を行い推進
計画について見直しを行う。進捗状況な
どはカリキュラム会議で共有。
・人権研修に参加し、職員全員で人権教
育・保育についての確認や学習を行っ
た。
・気になる言動や課題について、日常的
に職員間で相談しながら取り組んだ。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
職員の人権意識を高め、日常の中で課題
に気づく視点や対応する力が向上するよ
う取り組みたい。

（１）会議の内容や実施方法を見直し、より情
報共有をしやすくする。

（２）進捗状況確認と共に子どもの実態を共有
し、課題に対して全体で考え取り組んでいく。
また、人権研修や個別で参加した研修の報告を
通して、全体で学び合うことで質の高い保育を
めざす。

159
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

保育所・保
育園・認定
こども園・
支援セン
ター

○ ○ ○ ○ ○

・避難訓練の実施（火災、地震、津波、
不審者）消防署職員、警察署職員来園
・看護士、消防署職員による救命救急
AED訓練、　嘔吐対応研修、熱中症対策
研修を実施
・ヒヤリハット、安全点検表の記入
・子どもの発達段階や課題を把握し危険
予測を行い、支援をする

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

避難訓練内容のマンネリ化
色々な勤務時間があるため、研修日程を
十分にとることが難しい。講師が必要な
場合など全員が受けてもらえないことも
ある。

（１）災害対応能力向上の研修を受け、色々な
シチュエーションを想定しながら避難訓練の計
画をたてる。

（２）不審者対応訓練では警察官と協力し、子
どもを巻き込んだ避難訓練の実施

160
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

教
育
総
務
課

幼稚園・小
学校・中学
校

○ ○ ○

各施設保全修繕の実施
小学校　112件
中学校　  50件
幼稚園　  16件

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 施設の老朽化 （1）各施設の保全整備

92

91 保育・教育内容の
充実

「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿」（10の姿）を意識した保
育・教育を行いながら子どもの生
きる力を育みます。また、公開保
育や研修会などを通して意見交流
を行い、保育・教育の質の向上を
図ります。

幼稚園・保
育所・保育
園・認定こ
ども園・支
援センター
等の職員

保育士・幼稚園教
諭・保育教諭など
の研修の充実

研修の充実を図り、保育士・幼稚
園教諭・保育教諭などの子どもに
関わる職員の資質向上に努めま
す。また、府の実施する「幼児教
育アドバイザー研修」を活用し、
市内の幼児教育・保育全体の質の
向上を図ります。

幼稚園・保
育所・保育
園・認定こ
ども園・支
援センター
等の職員

94 人権保育・教育の
推進

泉南市人権保育基本方針・推進プ
ランに基づき、子どもたちの発達
段階を踏まえて、自己肯定感や生
命の尊さに対する感性、違いを認
め合いともに生きる姿勢を育む
等、人権基礎教育を推進します。

幼稚園・保
育所・認定
こども園・
支援セン

ター等の職
員

95 安全対策と危機管
理

安全対策と危機管理に関する対応
を進 めます。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

161
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

保育所・保
育園・認定
こども園・

○ ○

・民生主任児童委員に第三者機関を依頼
し年度末に会議を実施して、意見交換を
行った。第三者の視点からの意見や地域
の保護者の情報等を教えてもらえ、参考
になった。

２　予定通り ２　一定の効果があった
・ホームページの案内や園の自己評価等
の資料を用意し、意見をいただきながら
取組に反映できる会議内容にしていく。

（1）引き続き会議を開催し、第三者機関と情報
交換・共有等を行っていく

（2）ー

162
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

保護者 ○

大阪府国公立幼稚園・子ども園長会が実
施する保護者対象の保育に関するアン
ケートを実施し、保護者の満足度やニー
ズを把握した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続き、保護者対象のアンケートを実
施し、満足度やニーズ等を把握する必要
がある。

大阪府国公立幼稚園・子ども園長会が実施する
保護者対象の保育に関するアンケートを実施す
る。

163
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

保育所・保
育園・認定
こども園・
小・中学校
の生徒及び
教職員

○ ○ ○ ○

・市人権教育研究協議会の各専門部会や
中学校区キャリア教育推進委員会等で連
携をとりながら参加する。
・運動会の演目の交流（小学校）
・小学校体験への参加（５歳児・職員）
・泉南中学校ダンス部交流
・三園交流
　(私立ニチイ・公立幼くすのき)
・保幼こ小連絡会公開保育に参加

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 各施設の交流を充実させたい。

（１）余裕を持って日程の確認・交流の内容・
時間の打ち合わせを各施設としておく。

（２）保幼こ小連携推進会議などで交流の機会
が作れるきっかけを作っていく。

164
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

幼稚園・小
学校および
就学前の連
携担当者

○

小学1年生担任と就学前の担当者が集
い、年間3回の会議を実施。第1回：学力
向上対策室と連携し講演会を実施。テー
マ「具体でつながろう～泉南市の子ども
の実態から～」　第2回：同テーマで各
施設の実践交流　第3回：5歳児公開保育
{すごろく遊び」を受けて研究協議。公
開授業・保育の参観や具体的な子どもの
姿を出し合い協議することで、保育・教
育内容や育ちの連続性について共有する
ことができた。

２　予定通り ２　一定の効果があった
小学校と就学前施設の連携・交流が深ま
る内容、会議の持ち方の工夫が必要であ
る。

中学校区別に研究協議をすすめることで、地域
の実態に合った、子どもの顔が見える会議に近
づけていきたい。

165
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

就学前全児
童、教育現
場の生徒及

び市民

○ ○ ○ ○

・ほしぞら＆ふれあいハウス鳴滝へ訪
問。小規模多機能のおうちにこにこへ訪
問。利用者と何をして遊びたいかを決
め、交流した。複数回交流することで、
自然とかかわる姿がみられた。
園内での異年齢交流では決められた日程
だけでなく普段からの交流ができるよう
になってきている。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
地域との交流・異年齢での交流をさらに
深めたい。

（１）コロナがあけてから少しずつ交流が復活
してきている。さらに交流回数や歳児を増や
す。

（２）設定している異年齢の交流だけでなく、
園内の行事での交流を実施していく。

166
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

○ ○ ○ ○ ○

中学校区ごとに地域と家庭・学校が協働
して実施している学校支援地域本部事業
において、地域にお住まいの方が幼稚園
へ遊びに来る世代間交流や清掃活動を通
じて、地域との繋がりを持つ機会を創出
した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

例年同様のイベントや地域活動を実施す
ることにより定着化が図られているが、
マンネリ化の可能性も懸念する必要があ
る。

引き続き学校支援地域本部事業を実施し、子ど
もたちが地域との繋がりを持つ機会を創出して
いく。

167 99
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（２）就学前の子ども
の学び・育ちへの支援

保育士等の確保の推
進

保
育
子
ど
も
課

保育の受入れ体制確保のため、保
育士等の確保対策を進めます。

市民 ○ ○

・公立こども園の会計年度任用職員につ
いては、勤務時間に様々な時間を設定し
たことで採用予程数の確保ができた。
・任期付職員については任期満了の職員
が多かったため、例年より3カ月ほど早
く募集を行った。採用予定数には満たな
いものの、昨年度よりは欠員数が減っ
た。
・潜在保育復職支援プログラムについて
は令和6年度も継続して実施。3名の参加
で内２名が採用へとつながった。

〇 １　予定以上 ２　一定の効果があった
・支援が必要な児童の公立園への入園が
増え、加配保育士数が増加している。

（１）引き続き柔軟な時間設定を行い人材確保
に努める。また、潜在保育士復職支援プログラ
ムの周知も広めていく。

（２）ー

168 100
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（２）就学前の子ども
の学び・育ちへの支援

子育てのための施設
等利用給付の円滑な
実施の確保

保
育
子
ど
も
課

新制度未移行の幼稚園等を利用す
る保護者の経済的負担を軽減する
ため、子ども・子育て支援法に基
づき、公正・適正な給付を行いま
す。

子どものた
めの施設等
利用給付利
用者

○ ○ ○

新制度未移行園の幼稚園等を利用する保
護者の経済的負担を軽減するため、こど
も・子育て支援法に基づき、公正・適正
な給付を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

・子育てのための施設等利用給付の制度
を利用するにあたって認定が必要となる
ため申請をしてもらうが、申請及び手続
きが複雑なイメージを持たれている方が
見受けられる。

（1）窓口等で市民の方々と話す際に、制度の利
用に必要な申請が複雑なものではないと理解し
てもらえるよう説明する。

（２）施設等利用給付の請求手続きの際の保護
者の負担を抑えるため、様式を変更し簡略化す
る。

96
幼児教育・保育施
設の第三者評価シ
ステムの検討

保育・教育内容の質を確保するた
め、幼児教育・保育施設などの
サービスや運営について、第三者
機関による評価を実施し、情報提
供を行います。

97

公立・民間及び保
育所・幼稚園・認
定こども園・小学
校・中学校の連携

幼児期の保育・教育と小学校教育
との適切な接続を図ることができ
るよう、公立・民間、保育所・幼
稚園・認定こども園・小学校・中
学校などにとらわれず、市内一体
となった指導内容・研修の推進や
合同活動の実施などを進めます。

98 異年齢・異世代の
交流の推進

子どもたちが多様な出会いを経験
し、 地域の人たちとつながりふれ
あえるよ うな機会を計画的に設け
ます。
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教
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・

保

育

士
）

　
そ
の
他

【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

169
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

公民の保育
所・保育
園・認定こ
ども園・支
援センター
の職員

○

・市内保育施設合同研修会を実施。＜
10/31　互いに人権を尊重し合う泉南市
の教育・保育の考え方～「はじめの100
か月の育ちビジョン」と重ねて～　森永
路子さん＞　民間7施設、公立5施設の職
員、計21名が参加。「他園の先生方と交
流がもて、課題の話ができてよかったで
す。それぞれの先生方も課題をもち、取
り組まれていることが私もまた頑張って
いきたいと思いました。」との感想が
あった。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
・職員不足の中、研修に参加してもらえ
る施設や人数が減るのではないかと感じ
ている。

（１）同じ内容の研修を2回行い、より多くの職
員の方に参加してもらえるようにする。

（2）ー

170
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

市内の就学
前施設

○

公立民間の就学前施設と小学校が集う保
幼こ小連携推進会議において、就学前施
設の公開保育を実施し、その後就学前で
の学び・育ちについて協議を行った。互
いの保育を見合い学び合う機会になっ
た。

２　予定通り ２　一定の効果があった

保幼こ小連携推進会議において、すべて
の公立民間の就学前施設と小学校が子ど
もの学びや育ちについて協議するため、
特に民間就学前施設については、その重
要性について知らせていく必要がある。

公開保育・公開授業を中学校区ごとに実施する
ことで、保育・教育内容についての協議を深
め、連携・交流をさらに進めていく。

171
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（２）就学前の子ど
もの学び・育ちへの
支援

人
権
国
際
教
育
課

就学前教育
を担う施設
の保育者・
幼稚園教諭

○

人権保育担当者会において、合同で各園
での取組状況を報告し合い、共有した。
公立・民間合同での研修会等で指導助言
を行い、就学前の子どもの学び・育ちを
支援した

２　予定通り ２　一定の効果があった
子どもの実態に応じた指導助言を継続して
いく必要がある。

（１）引き続き、研究保育や実践交流、研修会など
の機会を作り、子どもの現状と課題について話し合
い、子どもの実態に応じた保育の実践について議論
する形の研修を実施する。

172
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

保護者 ○ ○

各学校園においては紙媒体による学校園
だより、学校通信、学級通信等の配付並
びに泉南市ウェブサイト、学校園ホーム
ページへの掲載やICTシステムによる情
報発信を通して、学校情報を広く発信し
た。写真や動画を使用したICTを活用し
た情報発信は、タイムリーに保護者に届
き、親子の会話のきっかけになってい
る。

２　予定通り ２　一定の効果があった
webサイトやSNSを通した情報発信の
ニーズが増えている。

引き続き、紙媒体による情報発信と、ICTシステ
ムによる情報発信を併用するとともに、市webサ
イトの活用も進めていく。

173
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

教
育
サ
ー

ビ
ス
課

市民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市内4中学校、10小学校、計14校におい
て7,302件の学校施設（体育館・グラウ
ンド等）の利用があった。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった 手続きの利便性と管理のバランスを図る
（1）学校体育館への冷房設備導入に合わせ、申
請書様式の内容、方法を見直す。

174 103
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

学校評価システム
の推進

指
導
課

学校教育自己診断、授業評価、評
価育成システムの有機的な連携を
進めます。

保護者 ○ ○ ○ 各学校園において学校評価を実施した ２　予定通り ２　一定の効果があった

学校教育自己診断の評価項目が例年通り
であると経年の変化が見て取れるメリッ
トはあるが、学校の現状や社会情勢に
あった評価項目も必要となる。

学校運営の改善に向けて、学校教育自己診断の
評価項目の見直しを促す。また、保護者の回答
率を高めるために、ICTを活用した学校教育自己
診断を活用するように小中学校に向けて指導し
ていく。得られた回答から目標の達成度や計画
の進捗状況について、学校自ら点検・評価を行
うとともに、学校関係者評価等により、保護者
や地域住民等の意見を生かすよう指導してい
く。

175 104
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

学校協議会の運営
指
導
課

教育活動その他学校運営に関する
学校の課題を解決するため地域と
学校がお互いに連携・協力して取
り組みます。

学校協議会 ○ ○ ○

地域とともにある学校園づくりをめざ
し、全学校園において対面での学校協議
会が開催された。保育授業の参観や学校
教育の自己診断等の結果等を基に学校協
議会委員との意見交流・情報共有を行
い、学校園運営の活性化を図った。ま
た、学校協議会報告書を教育委員会事務
局に提出した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
学校運営協議会（コミュニティ・スクー
ル）の導入に向けて、ビジョンや課題を
整理・共有する必要がある。

教育委員会にて学校運営協議会（コミュニ
ティ・スクール）に対する知識を増やすべく、
CSマイスターによる講義や先進都市への視察な
どを実施する。

176 105
Ⅲ 豊かな子ども
時代をすごすため
の社会づくり

（ ３） 就学 後の
子 ども の学 び・
育ちへの支援

外部指導者活用
事業の実施

指
導
課

優れた知識や技能を有する多様な
人材 を学校教育に活用します。

学校園 ○ ○

和歌山大学教育学部米澤好史教授ととも
に、確かな学びを育む推進校として共同
研究を実施しました。また、学校公開の
機会を活用し、市内の全小中学校教職員
を対象に、講演を通じた研修を実施し
た。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
人数はわずかに減少したものの、学校教
育の充実に向けては十分な支援が行われ
ており、継続して取り組む必要がある。

引き続き、広報活動やウェブサイト等を活用し
た積極的な情報発信により、人材の確保に努め
る。また、近隣大学への協力依頼も一層強化し
ていく。

177 106
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

相談体制の充実
指
導
課

教職員だけでなく教育支援セン
ター、スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカーなどと
連携した教育相談を実施します。

生徒児童及
び保護者

○ ○ ○

チーム学校として、スクールロイヤー・
スクールソーシャル・スクールカウンセ
ラー・コミュニティーソーシャルワー
カーなどと連携した。

スクールサポートスタッフ 14校に24名

２　予定通り ２　一定の効果があった
多職種連携をさらに強化するために、研修や連
絡会を定期的に行い積極的な連携を図る。

開かれた学校づく
り（情報発信・施
設開放など）

Ｗｅｂなどを活用し、学校情報を
広く発信するとともに、近隣住民
に校庭を開放するなど、学校の地
域社会への融和を推進します。

101

公立保育所・幼稚
園と民間保育園・
幼稚園との連携の
推進

同じ就学前の教育・保育を担う施
設として、公開保育・合同研修会
の実施など公立・民間の連携を進
めていきます。

102
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乳
児

(
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員

・

保
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他

【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

178 107
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

教育支援センター
事業の充実

指
導
課

不登校児童・生徒に対して、学
校・家庭・関係機関（民間団体を
含む）が連携して、早期発見・早
期対応など、よりきめ細やかな支
援を行います。

支援を必要
とする児童
生徒

○ ○ ○

・教育支援センター「つばさ」と毎月連
絡会を行い、情報共有に努めた。
・スクリーニングシートの活用し、ス
クールカウンセラー、スクールソーシャ
ルワーカー等の専門家と連携し支援体制
を整えた。

２　予定通り ２　一定の効果があった

・教育支援センターと校内教育支援ルームの連
携を推進し、個人のニーズに沿った対応を進め
る。

・教育研究所加配を中心に、児童生徒の欠席状
況の把握と分析に努め、関係機関と連携し、ア
セスメントに基づいた支援を推進する。

179 108
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

泉南スタディ事業
の推進

指
導
課

大学生等を小学校・中学校に派遣
し、教員の指導のもと、児童・生
徒の学習活動を支援します。

児童生徒 ○ ○ ○

市のwebページへの掲載や教員系大学等
への働きかけ、各校教育実習生への声か
けを行い、学習等支援員を募集した。
「泉南スタディ事業として」7校に14名
が有償ボランティア活動に参加した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
14校に配置することは叶わなかった。偏
りが生じた。

年度末に各校への配置人数、勤務回数の上限を
示し、なるべく多くの学校へ配置できるよう改
善を講じる。

180 109
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

体験的な活動を取
り入れた学習の展
開

指
導
課

児童・生徒の生きる力を育むた
め、総合的な学習の時間や道徳教
育、特別活動などにおけるボラン
ティア活動や自然体験活動などを
充実します。
地域の文化の伝承衣食住に始まり
その地域ならではの文化を保護
し、次代に伝承していきます。

児童生徒 ○ ○ ○

（１）児童が主体的に参加できる、臨
海・林間学校などの宿泊的行事や職業体
験などを見直し。職業体験の充実や地域
清掃活動などを実施した。

（２）探究的な学びを充実させ、企業や
地域と連携した学習を実施した。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

（１）児童が主体的に参加できる、臨海・林間
学校などの宿泊的行事や職業体験の見直し。農
業体験等の地域住民を講師に迎えた活動の一層
の充実。児童生徒主体の地域清掃などのボラン
ティア活動の展開。

（２）地域の伝統文化や良さを発見することが
でき、児童・生徒が主体的に活動する、探究的
な活動の視点を取り入れた総合的な学習の展
開。

181
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

人
権
推
進
課

市民 ○ ○ ○ ○

災害時の避難所などで笑顔をなくしてい
く子どもたちの生き抜く力になる”笑
顔”になるため、子どもたちが日頃食べ
ているお菓子で防災の意識を啓発し、家
族が災害について話すきっかけを作る。

２　予定通り ２　一定の効果があった

参加者からは子どもと一緒に講座を受け
ることができてよかったとの評価があ
り、一定の効果はあったと考えるが、人
員の確保が課題であった。

（1）今後も様々な啓発手法の検討を行う。

182
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

人
権
国
際
教
育
課

○ ○ ○

人権保育の年間計画において、性的役割
意識の固定化につながらないよう、日常
的な環境づくりや言葉がけの配慮がなさ
れた。

２　予定通り ２　一定の効果があった

性的役割意識の固定化につながらないよ
う、隠れたカリキュラムの分析等、日常で
きる工夫や系統的に学習ができるようにす
る。

（１）教職員に対して男女平等教育に関する指導助
言を行う。
ヒアリング等において、各学校園での取組状況につ
いて確認をする。

183
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

○ ○ ○

（１）健康診断時の各校の対応を共有。
（２）各種調査においては、その調査の
意義や目的を踏まえ、必要でない男女別
統計については行わないよう校園長会で
周知。

〇 ２　予定通り １　十分効果があった

内科検診の名簿等、男女別とすることに
理由があるものもあるが、それら以外の
必要のないものについては男女別としな
いよう、引き続き各学校園に周知してい
く必要がある。

（１）健康診断時の各校の対応を共有。
（２）各種調査においては、その調査の意義や
目的を踏まえ、必要でない男女別統計について
は行わないよう校園長会で周知。

184 111
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

ＩＣＴ教育の推進
事業の充実

指
導
課

子どもの情報活用能力の育成に努
めることを目指して、様々な情報
を正しく判断し活用する能カ(メ
ディアリテラシー)の育成に努める
とともに、デジタルコンテンツの
活用を進め、情報教育の一層の充
実を図ります。

児童生徒 ○ ○

（１）各校情報活用能力系統表を作成
し、全体共有を行った。中学校区が連携
し、9年間の系統表を作成し始めてい
る。
（２）総合的な学習の時間を中心に、各
教科でその都度意識して取り組んだ。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
好事例の共有は行っているが、学校間、
校区間格差がある。

情報活用能力をはぐくむモデル校研修に小学校
中学校から１名ずつ派遣する。校内での業務に
関する好活用事例、授業における好事例、先進
事例を学び、本市のICT担当者研修で報告し、広
めるようにする。

185 112
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

国際化教育の充実

人
権
国
際
教
育
課

語学力の向上、コミュニケーショ
ン能力の育成等の、国際化教育推
進のため、外国人のＡＬＴを小中
学校全校に配置します。

児童生徒 ○ ○

すべての小中学校に１名以上のＡＬＴを
配置し、外国語授業、その他の教科の授
業で活用し、語学力の向上及び国際理解
教育の推進に努めた。

２　予定通り ２　一定の効果があった
外国語教育の質を高めるために、授業内で
のALTの関わり方を実際の実践を通して研
究・改善していくことが重要である。

（１）市内外国語（英語）担当者会（SEPT）及び
JETミーティングを行い、各校での取組状況の共有や
グッドモデルの共有を行う。

（２）市教委担当者による学校訪問を行い、ＡＬＴ
に対して直接の指導力向上のためのアドバイスを行
う。

186 113
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（３）就学後の子ども
の学び・育ちへの支援

スポーツアドバイ
ザーによるスポーツ
の振興

人
権
国
際
教
育
課

外国人のＳＥＡを任用し、小中学
校における授業や部活動の質の向
上を図ります。

幼児及び児
童生徒

○ ○ ○ 令和４年度をもって終了

110
男女平等参画社会
の形成に向けた学
習機会の提供

男女平等参画社会を推進するため
の学習機会を提供します。また、
性別に関わりなくその個性と能力
を十分に発揮できる教育の推進を
図ります。

幼児及び児
童生徒
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

187
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

○ ○ ○ ○
校区清掃ボランティアなど、中学校区で
実施できた。他課と連携し、中学校の職
業体験プレゼン大会を実施できた。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
中学校のカリキュラムの関係で実施時期
が非常に難しくなってきていること。

生徒会活動の一環として、4つの中学校による合
同の取り組みを実施する。また、保育所や幼稚
園との連携については、引き続き職業体験など
を活用しながら、連携を深めていく。

188
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

保
育
子
ど
も
課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・ダンボの会の人たちによるきょうだい
保育の協力依頼を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
・初回に業務内容等を伝えているが、全
ての方に伝わっていないことがある。

（1）実施する関係機関と話し合いながら取組が
進むようにする。

（2）参加しやすい場の設定

189
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

教職員 ○

（１）新規採用教諭については、それぞ
れ個別に授業を観察し指導助言を行い、
授業力の向上に努めた。
（２）本市、指導教諭を活用した若手教
員への研修の実施。学校支援アドバイ
ザーによる定期的な学校支援を実施
（３）市内の全教職員に対しては、京都
市教育委員会より講師を招き、「小中一
貫教育」について講演をいただいた。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

各校、若手教員が多くなる中、指導力の
向上が急務である。
引き続き、研修の機会を確保する必要が
ある。

（１）初任者研修の一環として、指導教諭によ
る公開授業を実施する。

（２）指導教諭による研修会を実施（年６回）

190
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

人
権
国
際
教
育
課

教職員　保
育士

○

年２回の人権教育担当者会、人権保育担当
者会の開催、年１回の初任者人権研修会、
人権教育担当者育成講座、管理職人権教育
研修、人権教育指導者育成講座、人権保育
教育実践交流会を開催し、教職員として必
要な人権感覚を養う機会を設けた。

２　予定通り ２　一定の効果があった
教職員の若齢化、経験年数の少ない教員が
増えており、基本的な知識の不足等の課題
がある。

（１）大阪府からの情報や学校ヒアリングで掴んだ
学校現場の現状と課題を踏まえ、ニーズにあった担
当者会の開催及び講師を選定し学習会を行う。

191 116
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

人権教育の推進

人
権
国
際
教
育
課

地域や学校の実態に即して同和問
題をはじめとするあらゆる人権問
題の解決をめざした教育を推進し
ます。

学校園所 ○ ○ ○

各学校園所の人権教育推進計画、人権保育
推進計画に基づき、ヒアリングを実施し、
取組み状況の検証や指導助言を行った。
担当者研修などでの実態把握や実践交流を
実施した。
同和問題を学ぶ研修や子どもの権利、日本
語教育について学ぶ研修を実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
各学校園所での推進計画に基づいた取組の
PDCAサイクルの確立が必要。

（１）各学校園の人権教育推進計画、人権保育推進
計画に基づいたヒアリングや担当者会を実施し、取
組状況の検証を実施し、指導助言を行う。

192
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

人
権
国
際
教
育
課

○ ○

年２回のキャリア教育担当者会を開催
し、大阪府教育委員会からの伝達事項、
及び市としての方針を共有した。また、
キャリア教育全体指導計画について小中
一貫教育の観点から議論を行い、各校区
での中心取組を設定し児童生徒アンケー
ト等による効果検証を実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった

子どもたちが自分の生き方を見つめ、成長
していけるように、中学校区全体で系統的
なキャリア教育を進めるとともに、その変
化や学びの深まりを把握できる仕組みを継
続して整えていくことが求められる。

（１）めざすハタチ像をもとにキャリア教育全体指
導計画の中から「中心取組」を設定し、効果検証を
行う。各中学校区においてキャリア教育のねらいを
共有し系統性を意識した取組を行うよう教職員に指
導助言していく。

193
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

指
導
課

○ ○

各中学校区で小中９年間（校区によって
は幼小中12年間）を見据えた、指導計画
の見直しを行うよう、各校の担当者へ依
頼した。
また、指導主事を各校区へ割り振り、連
絡会等に参加し、担当者とともにキャリ
ア教育の推進を図った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
教員だけの連絡会だけでなく、小中教員
による相互授業参観等、児童生徒を目の
前にした交流も活性化していきたい。

（１）各中学校区で年間数回開催される、連絡
協議会へ指導主事も参加し、進捗状況を把握す
る。必要に応じて、指導助言を行う。
（２）各校で行われる「職業体験」が体験だけ
で終わることがないよう、体験後の学習（アウ
トプット）を充実させる。

194 118
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

進路選択支援事業
の充実

指
導
課

進学意欲を有しながら、経済的な
理由により就学が困難な生徒に対
して、自らの能力や適正にあった
進路を選択できるよう、奨学金制
度についての啓発や個別相談を行
い、積極的に自己の進路を考え、
将来に対する展望がもてるように
支援していきます。

児童生徒 ○ ○

奨学金制度等の案内、入試当日に必要な
配慮事項・申請方法、統廃合校や入試タ
イプ、コース変更、オンライン出願、入
試改革などの最新の情報に周知するよう
務めた。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
ヒューマンエラーが発生しないよう、常
に対策案を提示し続ける必要がある。

定期的な学校管理職及び進路担当者への情報交
換を行う。
オンライン出願導入2年目に際し、一部配慮申請
等に変更があったので、ヒューマンエラーが発
生しないよう連携を密に行う。

195 119
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

学校施設などの整
備・充実

教
育
総
務
課

多様な学習需要に応えて、健康で
快適な施設、設備と情報化に対応
した豊かな学習環境の充実を目指
します。

市内園児、
児童及び生
徒

○ ○ ○

（1）各小中学校特別教室空調設備設置
工事
（2）東小学校体育館トイレ改修工事
（3）各小中学校屋内運動場空調設備設
置工事設計
（4）各小中学校屋内消火栓設備改修工
事設計
（5）旧鳴滝第1小学校他除却工事設計

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった （1）各小中学校屋内運動場空調設備設置工事

114
中高生やボラン
ティアによる子育
て支援の推進

中高生やボランティアに対し保育
などへの参加を積極的に呼びか
け、保育を通して子育て意識の啓
発と世代間の交流を深めていきま
す。

中・高生、
若者、ボラ
ンティア

115 教職員研修の充実
学校教育の改善、充実をめざし教
職員 の資質や指導技術の向上を図
ります。

117 キャリア教育の充
実

子どもたちが、学校卒業後に就労
する意識を醸成するために、就労
の具体的イメージや夢を形成でき
るようなキャリア教育の充実に努
めます。また高校や事業所など関
係機関との連携を図ります。

児童生徒
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設
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教
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員
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保

育

士
）
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

196 120
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（３）就学後の子ど
もの学び・育ちへの
支援

スクールソーシャ
ルワーカー活用事
業

指
導
課

不登校や虐待事象等に対して、適
切に対応することを目的に、福祉
機関との連携に知識や経験のある
スクールソーシャルワーカーを必
要に応じて、学校・園に派遣し、
福祉関係機関（民間団体を含む）
とのネットワークを構築し、家庭
支援を含め、支援体制を整備しま
す。

学校 ○ ○

スクールソーシャルワーカースーパーバ
イザー（SSWSV）を中心に市内中学校区
に配置された４名のSSWと定期的に連絡
会を実施し、状況把握に努めた。

２　予定通り ２　一定の効果があった
社会的支援を目的とし、各校が効果的にグーグ
ルワークスペースを用いて相談体制を整え家庭
支援につなげる。

197
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・わかも
のへの支援

家
庭
支
援
課

0歳から18
歳までの乳
幼児及び児
童とその保
護者

○ ○ ○ ○

家庭児童相談室の専門職が相談対応し
た。
子ども自らが相談できる仕組みづくりで
ある、子ども相談専用のフリーダイヤル
や、家庭児童相談室宛に郵送できるはが
き付封筒及び、前述のフリーダイヤルナ
ンバーを記載したチラシを作成し、市内
小中学校全児童に長期休み前に学校を通
じて配布した。また高校生や私学在校生
も情報が得られるよう、図書館等にも配
架した。
チラシの配布数13000枚

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続き様々な機会や媒体で子ども相談
窓口の情報を周知する

（1）子ども自らが相談できる仕組みづくり
（2）公認心理師等の専門職が定期的に家庭児童
相談室や地域子育て支援センター等で、児童虐
待に限定せず、子ども相談を受け付け、必要な
支援を実施する。

198
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・わかも
のへの支援

指
導
課

児童生徒 ○ ○ ○
スクールカウンセラーを小中学校にそれ
ぞれに配置した。 ２　予定通り ２　一定の効果があった

・スクールカウンセラーを小中学校に配置。
・スクールカウンセラーによる、教職員に対す
るコンサルテーションを実施する。

199
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・わかも
のへの支援

青
少
年
セ
ン
タ
ー

市民 ○ ○ ○ ○ ○ ○

相談支援事業「こころホットライン」を
実施し、webサイトを含め、他所でのチ
ラシ等にも掲載いただき、情報発信をお
こなった。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

子育てについての相談等があった。相談
の多くが、日常的な居場所の中で発信さ
れるものなので、どういった内容であっ
たか、どう対応したか等について、相談
としての記録を行っていく必要がある。

(1)居場所事業終了後の情報共有や申送りシート
を作成した情報共有等を実施している。

(2)機会があるごとに、積極的にスキルアップに
つながるような研修への参加を促し、情報共有
していく。

200
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・わかも
のへの支援

人
権
推
進
課

市民 ○ ○

子どもが相談場所を訪れなくても、子ど
もの身近にいるおとなが子どもの声を
キャッチできるよう要請しているゆうて
みぃ(YOU TO ME)サポーター要請研修
を、連続4回～5回の講座を前期、後期の
2回実施した。繰り返し学ぶ方も多く、
身近なところで子ども声をキャッチでき
る人材であることが期待される。

２　予定通り ２　一定の効果があった

気になる子どもことを、サポーターとし
て聴いたとき、本人の了解のもとに次に
つなぐ先として、子どもの権利救済委員
会との連携の在り方を考える必要があ
る。

ゆうてみぃ(YOU TO ME)サポーターの事業を子ど
もの権利救済委員会の庶務を担当する子ども政
策課に引継ぎ、両者の有効な連携について、検
討を行う。

201
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（４）子ども・若者
への支援

青
少
年
セ
ン
タ
ー

小学生・中
学生

○ ○

相談事業については、青少年センタ―運
営事業の1つの柱として位置づけ、気軽
に相談できる青少年センターとなるよう
務めた。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

日常的な居場所の中で、利用者から「友
だち関係」「家族のこと」等の相談が
あった。どういった内容であったか、ど
う対応したか等について、相談としての
記録を行っていく必要がある。

(1)居場所事業終了後の情報共有や申送りシート
を作成した情報共有等を実施している。

(2)機会があるごとに、積極的にスキルアップに
つながるような研修への参加を促し、情報共有
していく。

202
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（４）子ども・若者
への支援

人
権
国
際
教
育
課

指
導
課

児童生徒 ○ ○

学校や学級が安全に安心して過ごすことが
できる居場所となるように、大阪府教育庁
からの資料なども活用しながら担当者会及
び教職員研修を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

教職員の若齢化、経験年数の少ない教員が
増えていることから、初任者人権研修や各
学校園の研究保育・研究授業において、継
続的に指導助言をしていく。

（１）引き続き新規採用教職員及び人権教育担当者
会において、安心安全の学校学級づくりについて指
導助言を行う。

（２）子ども・若者の相談事業について担当各課と
連携して検討する。

203
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（４）子ども・若者
への支援

家
庭
支
援
課

子ども食堂
運営事業
者・市民

○ ○

子どもの居場所として「子ども食堂」を
実施する団体をネットワークとして9団
体登録した（2団体増加）。ネットワー
ク登録団体が運営する子ども食堂８か所
の運営に係る費用の一部を補助した。
ネットワーク登録団体相互の連携等を図
るため、交流会を１回開催した。
また、子ども食堂に関する情報提供や、
子ども食堂の周知のため、チラシの配
架・HPへの掲載の他「泉南市子育てガイ
ドブック」に掲載した。

〇 ３　予定をやや下回る ２　一定の効果があった

物価高騰が続き、子ども食堂運営費が増
加する中、継続的な子ども食堂の実施。
子どもの権利についての研修はできな
かった。

（1）物価高騰に対する上乗せの補助金を交付す
る。
（2）子ども食堂運営団体に子どもの権利につい
て研修する。

204 123
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（４）子ども・若者
への支援

ソーシャルメディ
アの適切な利用の
教育

指
導
課

コミュニケーション・ツールとし
ての便利な側面だけでなく、その
一方で使い方を間違えるとトラブ
ル等につながってしまう問題点に
ついても正しい認識が持てるよ
う、講習講座等を開催します。

小学生・中
学生

○ ○

デジタルシティズンシップ教育に関して
は、校園長会を通じて、各校に取り入れ
られている。また情報活用能力を育むモ
デル校へICT担当者代表２名と各校希望
者を派遣し、持ち帰った内容を研修（講
座）を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
好事例の共有は行っているが、学校間、
校区間格差がある。

引き続き、各校でデジタルシティズンシップ教
育の推進を図るよう、校園長会等で周知する。

121
子ども・若者への相
談・支援体制の整備

様々な悩みや課題を抱える子ど
も・若者の相談や支援を行う体制
の整備に努めます。

122
子ども・若者の居
場所・相談場所の
検討

子ども・若者が興味関心を持ち、
安全に安心して過ごすことのでき
る居場所・相談場所について検討
し、提供に努めます。
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

205
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（４）子ども・若者
への支援

青
少
年
セ
ン
タ
ー

小中学生・
中学卒業後
の若者・保
護者

○ ○ ○ ○ ○

前年度に引き続き、「みんな仲よし会
議」の実施やアンケートの実施、自由に
意見を出せる意見ボックスの設置等、こ
どもたちが意見表明できる場を多く整え
ることができた。

〇 ２　予定通り １　十分効果があった

こどもたちの意見を反映した取り組みや
アンケートから出た意見を参考にした講
座をおこなうなどできた。今後も継続し
て実施していきたい。

(1)「みんな仲よし会議」や「こどもスタッフ会
議」の開催数を昨年度より増やし、より意見を
反映できる機会を増やしている。

(2)青少年センターに気軽に来ることができない
こどもたちの意見も収集する方法について検討
していきたい。

206
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（４）子ども・若者
への支援

人
権
国
際
教
育
課

小学生・中
学生

○ ○

「子どもの権利に関する条例」にある、第4
条子どもの意見表明と参加を具体的に推進
する仕組みとして「せんなん子ども会議」
を実施し、子どもの意見を取り入れて活動
を行った。

１　予定以上 １　十分効果があった
今後も子どもの主体的な参加を促し、多様
な体験活動が行える場の保障を行ってい
く。

（１）各学校施設や就学前施設にせんなん子ども会
議の参加募集や活動の内容を報告することで、子ど
もの意見表明・参加の権利の重要性を周知してい
く。

207
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・若者へ
の支援

指
導
課

小学生・中
学生

○ ○

令和6年度は、スクールソーシャルワー
カーを計5名を配置し、児童・生徒を取
り巻く環境の改善に向けて、福祉機関を
含めた関係機関との連携の充実を図っ
た。また中学校卒業後の支援として、コ
ミュニティーソーシャルワーカーとの連
携強化を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

・不登校傾向にある家庭情報を、幼稚園から小
学校、小学校から中学校へ、引き続ぐ体制を強
化する。
・中学卒業後の不登校生徒については進路先と
の連携を強化し中学校職員による追指導を行
う。

208
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・若者へ
の支援

家
庭
支
援
課

0歳から18
歳までの乳
幼児及び児
童とその保
護者

○ ○ ○ ○ ○ ○

不登校等の複合的な課題を抱える要保護
児童等に対して必要な支援を実施するこ
とにより、登校支援を行った。
子ども自らが相談できる仕組みづくりで
ある、子ども相談専用のフリーダイヤル
や、家庭児童相談室宛に郵送できるはが
き付封筒及び、前述のフリーダイヤルナ
ンバーを記載したチラシを作成し、市内
小中学校全児童に長期休み前に学校を通
じて配布した。また高校生や私学在校生
も情報が得られるよう、図書館等にも配
架した。
チラシの配布数　13000枚

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続き様々な機会や媒体で子ども相談
窓口の情報を周知する

（1）子ども自らが相談できる仕組みづくり
（2）公認心理師等の専門職が定期的に家庭児童
相談室や地域子育て支援センター等で、児童虐
待に限定せず、子ども相談を受け付け、必要な
支援を実施する。

209
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・若者へ
の支援

青
少
年
セ
ン
タ
ー

小中学生・
中学卒業後
の若者・保
護者

○ ○ ○ ○ ○

例年通り環境問題について考えることが
できる講座の実施やボランティア精神を
育むことができる講座を実施した。また
前年度より継続して館だよりで、SDGsロ
ゴを活用した事業案内をおこなった。

〇 ２　予定通り １　十分効果があった

環境問題について考えることができる講
座がこどもたちの中で社会貢献につなが
るよう、意識した講座の組み立てをして
いきたい。

(1)講座実施にあたり関係各所と相談し、講座の
中身について協議していった。

(2)地域で活動いている方々等との出会いの場を
つくり、考える機会を提供していきたい。

210
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・若者へ
の支援

家
庭
支
援
課

0歳から18
歳までの乳
幼児及び児
童とその保
護者

○ ○ ○ ○ ○ ○

児童虐待の再発防止・自立支援として子
育て家庭の生活場面における活動に支援
者が同行し、共同で取り組んだ
・親支援面接の実施(291回)
・出張型生活場面活動支援の実施(35回)

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
ヤングケアラー等、新たな視点の支援対
象にも対応していく必要がある

(1)専門技術向上のための研修を受講する
(2)フリーダイヤルや、手紙をツールとした子ど
も相談について、市内の全小中学校全児童にチ
ラシを配布

211
Ⅲ　豊かな子ども時代
をすごすための社会づ
くり

（４）子ども・若者へ
の支援

人
権
国
際
教
育
課

児童生徒 ○ ○

人権学習やキャリア教育の学習の中で自分
の生き方を考える活動や、地域や社会のた
めに行う取組を進めるようにヒアリングや
人権教育担当者会で、各小中学校に働きか
け、取組を推進する予算措置を講じた。

２　予定通り ２　一定の効果があった
各中学校区での系統性を更に確立していく
必要がある。

（１）人権・キャリア担当者会において、中学校区
でカリキュラムを見直す中で、系統的な学習ができ
るようにしていく。

212
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（５）地域における
子どもの学び・育ち
への支援

青
少
年
セ
ン
タ
ー

○ ○

青少年センターを、「様々な知識を学べ
る場」「体験できる場」「生き方のモデ
ルと出会える場」としてあり方を位置づ
けしているため、関空見学や大阪ガス科
学館で働いている方々との出会いの場を
提供する等、様々な講座を計画・実施し
た。

〇 ２　予定通り １　十分効果があった

左記に示した講座等への申込は定員を大
きく超えるため、参加できないこどもが
多数発生している。予算等の問題もあ
り、なかなか実施回数を増やすことが難
しい。

(1)多くのこどもたちに参加してもらえる魅力あ
る講座を、こどもや保護者のニーズに併せて計
画していきたい。

(2)例年に引き続き、可能な限り定員の増加や実
施回数の増加を図りたい。

213
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（５）地域における
子どもの学び・育ち
への支援

指
導
課

○ ○

学力向上対策室や他課と連携を図り、多
様な場、機会で保護者の親学習について
実施できるよう校園所を通じて周知に努
めた。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった
関係機関等との連携により、多様な場、機会で
保護者の親学習について実施できるよう校園所
を通じて周知に努める。

214
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（５）地域における
子どもの学び・育ち
への支援

子
ど
も
政
策
課

○ ○
こども計画を策定するにあたり、小学
生、中学生、高校生世代、若者にアン
ケートを実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
アンケートの回収率について、世代に
よってバラつきがあった。回収率の向上
を図る必要がある。

アンケート結果から見えた、子どもの居場所づ
くり等について、子どもの意見を聴きながら検
討していく。

124
多様な体験活動の
推進

子ども・若者も共感できるプログ
ラムを提供できるよう検討すると
ともに、様々な場面で子ども・若
者の意見を取り入れていきます。

125 ひきこもりに対する
支援

一人ひとりがそれぞれに合った社
会におけるあり方を見つけられる
よう、課題の早期把握・相談支援
に取り組む体制整備に努めます。

126
子どもの社会参加促
進に向けた取組の検
討

社会の役に立ちたいという子ども
の思いを生かし、子ども自身が地
域で貢献できる取組を検討しま
す。

127
学習機会・運動機
会・体験機会の提
供

社会教育施設、地域の自然環境や
人的資源を活用し、子どもたちに
学習・運動・体験など様々な活動
の機会や場、情報提供を行いま
す。
また、子どもたちだけでなく、親
の学習・運動・体験の機会にもな
る場の提供や情報の提供について
も検討を進めます。

小学生・中
学生
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

215 128
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（５）地域における
子どもの学び・育ち
への支援

子ども元気広場事
業の充実

青
少
年
セ
ン
タ
ー

児童館的機能を持つ施設を中心と
して、青少年にとって安全で安心
な活動の場を提供するとともに、
仲間づくりを支援します。

児童 ○ ○ ○

市内の全10小学校で元気広場事業を実施
した。事業が安全で安心な居場所となる
よう、各地区の民生委員児童委員協議会
の方々と連携し、事業を実施することが
できた。

２　予定通り １　十分効果があった

本年も予定通り市内全ての小学校区で元
気広場事業を各地区民生委員児童委員協
議会の方々と連携し、実施することがで
きている。参加者増加により、安全面の
確保のため、学年で実施時間を分けて実
施したりしているため、個人の参加回数
が一部減少している校区がある。

(1)参加者満足度は非常に高いため、できる限り
参加できる機会を提供していきたい。

(2)保護者が安心して申込ができるよう、学校向
け保護者連絡ツールを活用した申込を導入予定
している。

216 129
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（５）地域における
子どもの学び・育ち
への支援

ボランティア体験
の推進

保
育
子
ど
も
課

子どもが、地域福祉、環境美化な
ど地域づくり、まちづくりに関わ
るボランティア活動へ参加する機
会づくりに努めます。

児童 ○ ○ ○

・保育中の散歩を通して、地域を知る
きっかけづくりを行った。
・地域のかたたちの弁当メニューを地域
と協力しながら園児が考案した。
・リトルキッズサポーター養成講座をお
年寄りを見守る応援者として5歳児が受
けた。

２　予定通り ２　一定の効果があった 取り組む歳児に偏りがみられる。

（１）０～５歳児で地域との交流を大切にし、
散歩など日常の生活の中で引き続き地域とつな
がりを作っていく。

（2）園児と職員による地域清掃を行う。また、
福祉施設を訪問し、地域の人たちが元気になる
取り組みを園児参加型で行う。

217 130
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（５）地域における
子どもの学び・育ち
への支援

世代間交流事業の
拡充

文
化
振
興
課

(

公
民
館
）

異年齢間の交流や職場体験などを
通して、子どもたちの豊かな人間
性を育むように努めます。

市内小学
生、幼稚園
児・保育園
児

○ ○ ○ ○ ○

・各公民館に登録されているクラブ等を
支援し、子どもから大人まで幅広い世代
が交流できる場づくりを進めた。
　
・クラブ等の活動の集大成となる公民館
まつりの開催を支援し、地域の子どもか
ら大人まで様々な世代が参加、交流する
ことで豊かな人間性を育む場を創出し
た。

２　予定通り ２　一定の効果があった
（１）引き続き実施する

（２）昨年度の継承

・今後とも各公民館に登録されているクラブ等
を支援し、子どもから大人まで幅広い世代が交
流できる場づくりを進める。
　
・今後とも公民館まつり開催を支援し、地域の
子どもから大人まで様々な世代が参加、交流し
豊かな人間性を育む場を創出する。

218 131
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（５）地域における
子どもの学び・育ち
への支援

図書館事業の推進

文
化
振
興
課
（

図
書
館
）

「第3次泉南市子ども読書活動推進
計画」にもとづき、子どもの読書
活動の把握に努め、すべての子ど
もが、あらゆる機会、あらゆる場
所において、自主的に豊かな読書
活動を行うことができる環境の整
備を推進します。

市民、
学校園所、
ボランティ
ア団体等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・出張乳幼児おはなし会や出張絵本講
座、出張自動車図書館の実施。連携事業
として、夏休み子どもの居場所づくり事
業や子育てフォーラム等を実施した。
・おはなし会等の定例行事、夏休み企画
や新春企画等の子ども対象イベントの開
催、学校・園等への団体貸出の推奨、社
会見学や職業体験、園外保育の受入、
ジュニア司書クラブの活動など子どもの
学びや体験の場を提供した。
・高校生や市民ボランティアと協力し
て、10代の子どもの居場所コーナーの充
実を図った。

〇 ２　予定通り １　十分効果があった

関係機関や市民ボランティアとの連携を
より強化し、市内のいろいろな場所で子
どもの読書活動を推進できる環境整備が
必要である。

（1）引き続き実施する。特に、来館が難しい子
どもたちのために、地域の学校や園等と協力
し、団体貸出の推進を図り、子どもの読書環境
の充実を図る。

（2）昨年度の継承

219 132
Ⅲ 豊かな子ども時
代をすごすための社
会づくり

（５）地域における
子どもの学び・育ち
への支援

地域とともにある
学校づくりの推進

指
導
課

学校・福祉・家庭・地域の連携に
向け、学校と福祉と保護者が、地
域とともに学校教育について考
え、協働のもとで子どもたちの豊
かな成長を支える体制づくりに取
り組みます。

児童・生
徒・教職員

○ ○ ○

全学校園においては引き続き、保護者、
地域や関係機関の方を学校協議会委員に
選任し学校協議会が実施された。学校園
の取組の周知とともに、地域の方から意
見をいただき学校園の運営に活かした。
また、教育委員会では学校再編に伴う学
校運営協議会（コミュニティ・スクー
ル）導入計画案を検討した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
学校運営協議会（コミュニティ・スクー
ル）の導入に向けて、ビジョンや課題を
整理・共有する必要がある。

教育委員会にて学校運営協議会（コミュニ
ティ・スクール）に対する知識を増やすべく、
CSマイスターによる講義や先進都市への視察な
どを実施する。

220 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（１）子ども権利擁
護システムの整備

人
権
推
進
課

○

これまで検討してきた子ども部、教育
部、行政経営部の3部3課会議を拡充し、
子どもの権利に関する施策推進本部「相
談・救済機関設置にむけた専門部会」を
立ち上げた。これまでの議論を基に、子
どもの権利救済委員会の設置にむけて、
内容、方法、委員、条文、規則等、様々
な内容について議論を行い、条例制定へ
の準備をすすめた。

２　予定通り １　十分効果があった

大阪府下でも、このような仕組みで子ど
もの権利救済を行っている自治体はな
く、先進自治体から学ぶにしても、それ
ぞれの自治体の規模や地域の状況が異な
るため、泉南市ならではの仕組みを、実
践しながら会得していくことが必要であ
る。

7月からの相談に向けて、4月～7月までは、相談
に必要な手続きや書類、相談員の研修等を行
う。年間を通して、子どもの権利救済員会の広
報、啓発を行い、予防的な活動に重点をおいて
取り組む。

221 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（１）子ども権利擁
護システムの整備

人
権
国
際
教
育
課

○

関係各課と連携し、相談救済のシステムの
具体化について検討を進め、子ども政策課
と共同で「子どもの権利救済委員会」を設
置した。

１　予定以上 １　十分効果があった

この委員会の存在や役割については、子
どもや保護者、地域住民をはじめとする
関係者に向けて、今後さらに周知や啓発
を進めていくことが重要な課題となって
いる。

庶務を子ども政策課が担う。

222 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（１）子ども権利擁
護システムの整備

子
ど
も
政
策
課

○

健康子ども部、教育部、行政経営部の担
当課において、子どもの権利救済委員会
を設置するよう「泉南市子どもの権利に
関する条例」の一部改正を行った。

２　予定通り １　十分効果があった
子どもの権利救済委員会の周知・啓発を
行い、子どもが相談しやすい環境を作っ
ていくことが重要である。

周知・啓発について、こちらからの発信だけで
なく、アウトリーチによる周知・啓発を実施す
るため、関係課と連携する。

子どもオンブズ
パーソン制度の推

進

子どもの権利侵害に対する救済の
しくみとしての子どもオンブズ
パーソン制度の設置に努めます。

子どもの権
利に関する
条例事務局

133
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【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
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事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

223 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（２）市民の力の活
用と協働

保
育
子
ど
も
課

市民 ○ ○ ○

・民生委員・児童委員が主催している地
域の子育てサロン事業に職員が参加し、
一緒に利用者の相談にのったり、遊びの
提供をした。
・家庭支援推進保育所事業会議（2回）
で情報交換や意見交流を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
・地域の子育てサロンについては、担当
者の交代等で役割等に誤解が生じている
地域もある。

（1）会議等で事業内容や役割について再確認を
行い、協力しながら実施できるようにする。

（2）日常の保育で、地域の方に協力してもらえ
るような取組を考える。

224 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（２）市民の力の活
用と協働

文
化
振
興
課

(

公
民

館
） 一般市民 ○

・民生委員・児童委員等の団体が公民館
で会議などを実施する際、施設使用料の
減免などの措置を講じ、利用しやすい環
境を整備することで支援を行った。

２　予定通り ２　一定の効果があった
（１）引き続き実施する

（２）昨年度の継承

・今後とも各団体等が利用しやすい環境を整備
することで支援を行う。

225 135 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（２）市民の力の活
用と協働

ＮＰＯ等活動支援
の充実

政
策
推
進
課

市民からのＮＰＯ(民間非営利活
動)についての相談や、NPOを支援
する民間の団体等からの情報提供
の充実に努めます。

市民・NPO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和7年3月現在で 38団体のNPO法人に
対しての設立認証等の事務を行った。

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

市民ボランティア団体である「泉南市
ABC委員会」の事業において、食育を
テーマとした子ども向けのイベントを開
催した

引き続き、子ども向けのイベントを実施する。
また、青少年センターと合同（または同日同場
所）で子ども向けのイベントを実施できるよう
検討している。

226
Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

教
育
総
務
課

○ ○ ○
（1）修繕等に係る保全調査
　　 非構造部材の耐震点検 〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

（1）修繕等に係る保全調査
　　 非構造部材の耐震点検

（2）－

227 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

保
育
子
ど
も
課

○ ○ ○ ○ ○

・施設設備に危険個所がないか日々
チェックをする。また月1回チェックリ
ストにて確認した。
・ヒヤリハット（園内外）を会議内や書
面回覧を行うことにより共有し、危険個
所を把握し再発防止にむけて対策を行っ
た。
散歩前のコース点検を行った
事業所としての自己評価表や保護者アン
ケートにて課題把握

２　予定通り ２　一定の効果があった

・ヒヤリハット件数が増え事故防止につ
ながっているが、老朽化による修理が増
えつつある。
・職員間での共有に難しさを感じてい
る。

（１）関係機関と連携しながら、修理を行う。

（2）危険個所の点検を怠らず引き続き継続実施
する。また、職員間の安全管理についての共通
認識を行う。

228 137 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

公園の整備・管
理・運営

住
宅
公
園
課

地域と連携を図り、子ども・子育
て家庭を含めた市民の憩いの場で
あるとともに、子どもが安全に遊
びや運動を楽しめる公園の整備・
管理・運営を行います。

市民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・自治会等へ管理委託
・公園遊具の安全点検、更新及び公園の
除草、清掃

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

多くの公園を自治会等に維持管理委託し
てるが、自治会等組織の高齢化や活動縮
小により、今後も活動が引き継がれてい
くかが課題となっている。

（1）自治会等へ管理委託の継続を依頼

（2）公園遊具の安全点検、更新及び公園の除
草、清掃

  (3)  防犯のための監視カメラを２公園に設置

229 138 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

交通安全教育の推
進

環
境
整
備
課

関係機関と連携し、保護者や子ど
もたちに対して交通安全教育の啓
発を図ります。

泉南市幼児
交通安全ク
ラブに加入
の幼稚園・
保育所・保
育園・認定
こども園

○ ○ ○
泉南市幼児交通安全クラブ加入の8園所
に泉南警察署と協力し予定通り幼児交通
安全指導を実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
夏休みなど長期休暇の直前に指導を行う
ことで、外出機会に合わせた安全行動を
学習できる。

幼稚園・保育園等と市が警察と事前に連携し、4
月時点で年間スケジュールを決定する。

230 139 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

泉南市バリアフ
リー基本構想の推
進

都
市
政
策
課

高齢者・障害者を含むすべての人
が、 安全・快適に利用できるよう
道路など のバリアフリー化を推進
します。

市民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岡田浦駅バリアフリー基本計画を策定
し、基本計画の中で、道路のバリアフ
リー化を行う特定道路を位置付けた。

〇 ２　予定通り ５　わからない
既存の基本構想において、バリアフリー化
が推進されるように、進捗管理を行うこ
と。

（1）樽井駅周辺のバリアフリー基本構想について、
見直しを行う。

（2）既存の他の基本構想において、見直しを行うた
めに次年度の予算要求を行う。

231 140 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

登下校時、放課後
の安全パトロール
事業の推進

指
導
課

登下校中の通学路における児童・
生徒 の安全を見守る市民ボラン
ティア活動 を支援します。

市民 ○ ○ ○

全小学校区で青色防犯パトロールを実
施。子どもたちの登下校に対する安全意
識と地域全体の安全意識の向上につな
がった。

２　予定通り ２　一定の効果があった
青色防犯パトロールに登録していただい
ているメンバーの高齢化が進んでいる。

青色防犯パトロールに対する地域住民への呼び
かけを継続し、引き続き地域全体の安全意識の
向上につなげる。

232 141 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

不審者情報の発信
指
導
課

安まちメールを通じて不審者情報
を発信し、地域で子どもたちの安
全を見守ります。

保護者 ○

不審者等の情報については、安まちアプ
リへの登録を呼びかけるなどし、速やか
な情報共有や保護者への周知ができた。
保護者には、学校から大阪府警の安まち
アプリ（メール）への登録をあらためて
呼びかけた。また、地域の見守りの方に
も周知とともに登録を呼びかけた。

２　予定通り ２　一定の効果があった
引き続き安まちアプリへの登録を呼びかけと、
各中学校校区の民生委員さんや青少年指導員さ
んにも協力を呼びかける。

134

民生委員・児童委
員、主任児童委
員、地域ボラン
ティア、自治会な
どの人的資源を生
かした取組の推進

地域における子育て支援の中心的
な担い手である民生委員・児童委
員などとの連携を図り、子育てに
悩みや不安を抱える親たちのサ
ポートができるよう地域の実情に
応じた支援を行っていきます。

136
施設・通学路等の
自己点検・評価の
実施

学校や幼児教育・保育施設などに
おける自己点検・評価を実施し、
必要な整備等を行うなど安全管理
体制の徹底に努めます。また、日
常的に子どもが通行する通学路等
についても、安全管理を行いま
す。

学校や幼稚
園、保育
園・認定こ
ども園・子
ども総合支
援セン
ター・子育
て支援セン
ター
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通
番 基本目標 基本施策 事業名

R
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担
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事業内容 対象

乳
児
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学
生
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学
生
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卒

業

後

の

若
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歳
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～
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妊
産
婦

　
保
護
者

市
民

　

施

設

職

員

（

教

職

員

・

保

育

士
）

　
そ
の
他

【令和6年度実績】
具体的に取り組んだ内容を記載く
ださい。

市
独
自
事
業
か

【達　成　度】
令和6年度の達成度を選択くだ
さい。

1　予定以上
2　予定通り
3　予定をやや下回る
4　かなり下回る
5　未実施

【事業の効果】
基本施策への効果を選択くだ
さい。

１　十分効果があった
２　一定の効果があった
３　あまり効果がなかった
４　効果がなかった
５　わからない

【課　　題】
「取組が思うように進まない」・
「達成度がなかなか上がらない」
などについて記載ください。

※左記の達成度が「1」または
「2」の場合でも、「改善や見直
し」の視点から記載ください。

【令和7年度取組予定】
（1）左記の課題に対して、今年度行う
対応策を記載ください。

（2）上記（1）以外の今年度の取組内容
を記載ください。

233 142 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

「子ども１１０番
の家」の設置促進

教
育
サ
ー

ビ
ス
課

子どもたちがトラブルに巻き込ま
れそうになったときに、駆けこみ
助けを求めることにより、子ども
たちを犯罪から守り被害を最小限
に止める目的で協力いただいく
「子ども  110  番の家」 の設置を
促進します。

市民 ○ ○ ○ ○ ○

広報8月号に啓発記事を掲載した。
こども110番の家の旗220本・
タペストリー4本（合計224本）配布し
た。

２　予定通り ２　一定の効果があった 継続して配布を行う。

234 143
Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

防犯教室の実施
指
導
課

警察に依頼して、子ども・保護
者・教員などを対象に防犯教室を
実施します。

児童・生
徒・保護者

○ ○ ○

泉南警察署や貝塚少年サポートセンター
による防犯教室を依頼し、子どもや保護
者、教員等を対象にした薬物乱用防止教
室や非行防止教室を実施した。

２　予定通り ２　一定の効果があった
各校で実施している薬物乱用防止教室や非行防
止教室の好事例を周知し、小中学校で実施す
る。

235 144
Ⅳ　安全・安心のまち
づくり

（３）地域の環境整備 防犯設備の整備

生
活
福
祉
課

防犯カメラや防犯灯を設置するこ
とにより、子どもに対する犯罪の
抑止を図ります。

市民 ○ 防犯カメラ２０台設置 ２　予定通り ２　一定の効果があった
所有台数が増加し、今後修繕点検等に注
力していく必要がある。

管理方法の検討や修繕予算の確保等に努める。

236
Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

指
導
課

○

緊急時の保護者への引き渡し訓練、バス
乗車時の避難訓練等あらゆる場面を想定
し、職員がどう対応するのかや役割を確
認し迅速な行動ができるよう全職員で共
通理解、意思疎通を図った。

２　予定通り ２　一定の効果があった

学校安全（交通安全・防災訓練・災害学習）等
の実施後の振り返りを行い、自分の命を守るた
めに主体的に行動できる子どもの育成を目指
す。

237
Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

保
育
子
ど
も
課

○ ○ ○ ○ ○

・在宅家庭の事業利用者が参加できるよ
うに、様々な時間帯での訓練を実施し
た。
・各マニュアル（危機管理、事故防止、
アレルギー等）を各クラスで読み合わせ
をする。また、様々な場面での訓練の実
施した。
・防災研修を受講

〇 ２　予定通り ２　一定の効果があった

・職員の防災意識の向上を図る。
・もっと様々な状況を想定した訓練の実
施が必要。

（1）会議の中で議題として提案し、一緒に考え
て行く場を設ける。

（2）計画をたて、様々な災害を想定して訓練を
実施し、それを基にマニュアルの見直しや検討
を行う。
・施設周辺（散歩でよく出かける場所など）の
フィールドワークを職員で行う。

238 146 Ⅳ 安全・安心のま
ちづくり

（３）地域の環境整
備

防災教育の充実
指
導
課

防災意識を高め、それを次世代へ
着実に継承していくために、児
童・生徒の安全を守るとともに、
今後、地域防災の主体を担い、防
災活動に大きな役割を果たすこと
ができる人材を育成するよう、防
災教育を実施します。

児童・生徒 ○ ○

各小中学校に対し、学校安全教育に関す
る交通安全・防災・災害（避難訓練）を
周知する。

２　予定通り ２　一定の効果があった

各校園所では、あらゆる場面（不審者・自然災
害・火災等）を想定し、教職員が万一の対応に
備え迅速な行動や避難指示をだせるよう各校園
所で行う避難訓練の強化を図る。

239 147 Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

出産記念品配付事
業

家
庭
支
援
課

出生届を提出された泉南市に住民
登録された新生児におくるみを配
布します。

出生届を提
出し、泉南
市に住民票
をおく児童

○ ○

泉南市に出生届を提出、又は他市に出生届
を提出し泉南市に住民票をおく児童を対象
者とし、市民課で配付する記念品（おくる
み）を作成する。

予定通り 一定の効果があった
アンケート調査で、記念品（おくるみ）を
使用していない家庭もあり、今後、品物に
ついては検討が必要である。

アンケート調査を引き続き行い、おくるみ以外に欲
しい物の記入内容も参考にし、今後の記念品を検討
する。

240 148
Ⅱ　子育て家庭を支
援する仕組みづくり

（２）地域における
子育て支援事業の充
実

子どもが遊べる拠
点事業

家
庭
支
援
課

公共施設の中に大型遊具等を設置
し、年間を通じて安心・安全な環
境で乳幼児（就学前）の子どもが
保護者の管理のもとに生き生きと
遊べる室内の公園のような空間を
提供する。

就学前の児
童を持つ保
護者

○ ○ ○ ○

令和6年4月26日、泉南市総合福祉センター
の2階に未就学の子どもと保護者の方が一緒
に、天候を気にせずに遊ぶことができる
「SENNAN　LITTLE　PARK　りるぱ」オー
プンし、多くの方が来場した。また、広報
せんなんをはじめ、「じゃらんベビー」
「おかあさんチョット」「まみたん」等の
情報誌にも取り上げられ掲載された。

予定以上 十分効果があった

天候の悪い日、猛暑日等は来場者が多い
が、春・秋の気候が良い季節は来場者が減
る傾向があるため、イベントなどを開催し
集客を図りたい。

ボールプール用のボールの破損が多く、新しいボー
ルを補充。また、ゲーム等で遊ぶスペースを増や
し、玩具を購入。

145
教育・保育施設に
おける防災体制の
確立

保育所、幼稚園及び小・中学校
は、子どもの安全確保や災害被害
の未然防止を目的として、毎年、
防災計画や危機等発生時対処要領
（危機管理マニュアル）などの作
成・見直しを行い、防災体制の確
立に努めます。

学校・園・
所
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